
総務委員会議案説明資料 

令和８年２月２５日 

件  名 頁 

１ 第１４号議案 足立区いじめ等特別調査委員会設置条例 

を廃止する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

２ 第３２号議案 足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に 

関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・ ６ 

３ 第３３号議案 足立区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び 

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・１４ 

４ 第３５号議案 区議会等の行う調査のため出頭する者及び公聴会に 

参加する者の費用弁償条例の一部を改正する条例・・・・２１ 

５ 第３６号議案 足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例・２６ 

６ 第３７号議案 足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例・・３８ 

７ 第３９号議案 本庁舎北館大規模改修工事第２期請負契約・・・・・・・８９

８ 第４０号議案 本庁舎北館大規模改修電気設備工事第２期請負契約・・・９１

９ 第４１号議案 本庁舎北館大規模改修機械設備工事第２期請負契約・・・９３

１０ 第４２号議案 庁舎ホール床機構制御システムの更新について・・・・・９６



 

１１ 第４３号議案  遮熱レースカーテンの購入について・・・・・・・・・・９７ 

 

１２ 第４４号議案  災害用備蓄包括管理事業について・・・・・・・・・・・９８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総 務 部） 



第１４号議案説明資料

令和８年２月２５日 

件  名 足立区いじめ等特別調査委員会設置条例を廃止する条例 

所管部課名 総務部特命・調査担当課 

内  容 

１ 概要 

令和５年８月１日に足立区長からいじめ等に関する調査について、足

立区いじめ等特別調査委員会へ諮問を行い、令和７年１１月２１日に答

申書が提出された。足立区いじめ等特別調査委員会設置条例第１条に規

定する委員会の設置目的が達成されたため、同条例を廃止する。 

２ 施行年月日 

公布の日から施行する。 

３ 今後の方針 

足立区いじめ等特別調査委員会設置条例を廃止することに伴い、足立

区いじめ等特別調査委員会設置条例施行規則の廃止を行う。 
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足立区いじめ等特別調査委員会設置条例を廃止する条例（案） 

足立区いじめ等特別調査委員会設置条例（令和５年足立区条例第１４号）は、

廃止する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（秘密の保持に関する経過措置） 

２ 足立区いじめ等特別調査委員会の委員であった者に係るその職務上知り得

た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行の日以後も、

なお従前の例による。 

（足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和３９年

足立区条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  別表区長の部足立区いじめ等特別調査委員会の項を削る。 

別紙１ 
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足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例 ○足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例

昭和39年３月31日条例第17号 昭和39年３月31日条例第17号 

付 則 付 則 

（新設） （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

別表 別表 

附属機関の

属する執行

機関 

附属機関の名称 構成員の報酬 

附属機関の

属する執行

機関 

附属機関の名称 構成員の報酬 

区長 （略） （略） 区長 （略） （略） 

足立区いじめ等特別調査委員会 日額 ２万

1,000円 

削る 削る 

（略） （略） （略） （略） 

教育委員会 （略） 教育委員会 （略） 

備考 省略 備考 省略 

別紙２ 
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第３２号議案説明資料
令和８年２月２５日 

件  名 
足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例 

所管部課名 総務部 総務課 

内  容 

令和７年１２月１５日に開催された足立区特別職議員報酬等審議会の答

申に基づき、足立区議会議員の議員報酬及び期末手当を改定する。 

また、令和７年第４回定例会にて、職員の旅費を定めた「足立区職員の旅

費に関する条例」が改正されたことや、国の法改正趣旨を踏まえ、旅費規定

も併せて改正する。 

１ 報酬及び期末手当の改定（第２条及び第８条第２項関係） 

（１）改定内容

ア 区議会議員

報酬３．４％、期末手当０.０５月引き上げ

職名 

現行 改定後（案） 

報酬月額 期末手当 
報酬月額 

（※１） 

期末手当 

（※２） 

議員 620,000 円 4.00月 641,000円 4.05月 

議長 951,000 円 4.00月 983,000円 4.05月 

副議長 814,000 円 4.00月 842,000円 4.05月 

委員長 682,000 円 4.00月 705,000円 4.05月 

副委員長 651,000 円 4.00月 673,000円 4.05月 

※１ 条例の規定により、1,000円未満切り捨て

議長以下は、改定後の議員の報酬月額に各種係数を乗じて算出 

※２ 期末手当は、６月支給分と１２月支給分に０.０２５月ずつ配分

する。 

（２）施行年月日

公布の日から施行。ただし令和７年４月１日に遡って適用する。

なお、令和７年４月から令和８年２月までの報酬及び期末手当は、改

定前の金額で支給済みのため、３月報酬支給時に差額分を支給する。 

（３）改定額の算出方法

答申では令和７年の特別区人事委員会勧告に基づき、報酬月額につい

ては、部長職の加重平均改定率（３．４％）を適用し、その額の1,000

円未満の端数を切り捨てて算出している。期末手当は、年間０．０５月

分を引き上げ、４．００月から４．０５月とすることとし、６月支給分

と１２月支給分にそれぞれ０．０２５月ずつの引き上げとしている。 

現行 改正案 

６月 2.000月 2.025月 

１２月 2.000月 2.025月 

年間計 4.000月 4.050月 
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２ 旅費規定の改正（第７条第３項関係） 

（１）改正内容

「車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、渡航手数料及び死亡手当」を「そ

の他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費、死亡手当及

び旅行雑費」に改める。 

（２）施行年月日

令和８年４月１日

３ 新旧対照表 

別紙１のとおり 

【参考】 

改正となる主な旅費等（詳細は別紙２のとおり） 

区議会議員の旅費について、正副議長は区長相当額、議員は副区長相当

額とされている。区長及び副区長の旅費は、「足立区長等の給料等に関す

る条例」において規定されているため、「足立区長等の給料等に関する条

例」の改正に伴い、区議会議員の旅費も改正される。 

ア 宿泊料の見直し

現行 改正後（案） 

改

正 

内

容 

名称 宿泊料 宿泊費（名称変更） 

内容 

上限付き実費支給 

〔内国旅行の上限額〕 

（※２） 

上限付き実費支給 

〔内国旅行の最高上限額〕 

（※３） 

①正副議長

（※１）
14,900円 

27,000円 

②議員 13,300円 

※１ 議長及び副議長が区議会を代表する公務旅行の場合は、区長相当 

額を適用。 

※２ 全国一律の上限額

※３ 宿泊する都道府県ごとに上限額の設定が異なる

≪例≫東京都他２府県 27,000円、福島県他２県 11,000円 

≪改正の考え方≫ 

「国家公務員の旅費支給規程」中の「指定職職員等」と同基準にし

ている。 
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イ 食卓料の廃止

現行 改正後（案） 

改

正 

内

容 

名称 食卓料 食卓料（廃止） 

内容 

夕朝食の費用が必要な場

合に限り、定額支給する

（１泊２食付きの宿泊の

場合支給しない）。 

宿泊を伴う内国旅行におけ

る食卓料にあたる費用は、宿

泊手当に含まれるため、食卓

料を廃止する。 

①正副議長 3,300円 

廃止 

②議員 3,000円 

ウ 宿泊手当の新設

現行 改正後（案） 

改

正 

内

容 

名称 ― 宿泊手当（新設） 

内容 ― 

宿泊を伴う旅行に必要な諸雑

費に充てる旅費として、定額

支給する。 

①正副議長

②議員
― 定額 2,400円（※１） 

※１ 食事付きの宿泊の場合減額支給（１泊２食付きは1/3の額、１泊

１食付きは2/3の額） 

8



足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 ○足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月９日条例第12号 昭和31年10月９日条例第12号 

第１条から第６条まで 省略 第１条から第６条まで 省略 

第７条 省略 第７条 省略 

２ 省略 ２ 省略 

３ 前項に定めるもののほか議員が公務のため旅行したときに支給する第１

項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食

卓料、渡航手数料及び死亡手当とし、その額は、副区長相当額とする。た

だし、議長及び副議長が区議会を代表する場合は区長相当額とする。 

３ 前項に定めるもののほか議員が公務のため旅行したときに支給する第１

項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包

括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費、死亡手当及び旅行雑費とし、その額は、

副区長相当額とする。ただし、議長及び副議長が区議会を代表する場合は

区長相当額とする。 

４ 省略 ４ 省略 

（期末手当） （期末手当） 

第８条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員で、６月１日及び12月１

日（以下これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する者に対し、

期末手当を支給する。基準日前１月以内に離職し、又は死亡した者につい

てもまた同様とする。 

第８条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員で、６月１日及び12月１

日（以下これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する者に対し、

期末手当を支給する。基準日前１月以内に離職し、又は死亡した者につい

てもまた同様とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、100分の200を乗じて得た額

に、基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、

次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ基準日（前項後段に規定する場合にあっては、

離職又は死亡の日）現在におけるその者の議員報酬月額と当該議員報酬月

額に100分の45を乗じて得た額との合計額に、100分の202.5を乗じて得た額

に、基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、

次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

在職期間 割合 在職期間 割合 

６月 100分の100 ６月 100分の100 

３月以上６月未満 100分の60 ３月以上６月未満 100分の60 

３月未満 100分の30 ３月未満 100分の30 
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改正前 改正後 

３ 前項の在職期間は、議員が任期満了等により退職又は失職し、その月又

は翌月に再び議員に就職した場合には、引き続き在職したものとみなして、

これを通算する。 

３ 前項の在職期間は、議員が任期満了等により退職又は失職し、その月又

は翌月に再び議員に就職した場合には、引き続き在職したものとみなして、

これを通算する。 

４ 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。 ４ 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。 

  

   付 則 省略 付 則 現行のとおり 

 付 則（令和８年２月27日条例第●号） 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第７条第３項の改正規定

は、令和８年４月１日から施行する。 

 ２ この条例（第７条第３項の改正規定を除く。）による改正後の足立区議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

 （議員報酬及び期末手当の内払） 

 ３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の足立区議会議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（以下「改正前の条例」という。）

の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当は、改正後の条例の規

定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。 

 （期末手当の支給日の特例） 

 ４ 令和７年度に限り、改正後の条例の規定により算出した期末手当の額の

うち、改正前の条例の規定により算出したその額を超える部分については、

第８条第４項の規定にかかわらず、令和８年３月に支給すべき議員報酬の

支給期日に支給することができる。 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 職名 議員報酬月額   職名 議員報酬月額  

 議員 62万円   議員 64万1,000円  

 議長 議員の議員報酬月額に1.534を乗じて得た額   議長 議員の議員報酬月額に1.534を乗じて得た額  
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改正前 改正後 

副議長 議員の議員報酬月額に1.314を乗じて得た額 副議長 議員の議員報酬月額に1.314を乗じて得た額 

委員長 議員の議員報酬月額に1.1を乗じて得た額 委員長 議員の議員報酬月額に1.1を乗じて得た額 

副委員長 議員の議員報酬月額に1.05を乗じて得た額 副委員長 議員の議員報酬月額に1.05を乗じて得た額 

備考 備考 

議員報酬月額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。 

 議員報酬月額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。 
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―

　内国旅行の急行料金支給の要件を廃止
し、公務上必要な場合には実績に応じて支
給する。

名称 鉄道賃 鉄道賃

改正内容
　内国旅行の急行料金は、特別急行列車を
運行する線路による旅行で片道100キロ
メートル以上の場合のみ支給する。

　　定額　　100円 　　定額　　100円

旅費規定の改正内容 【別紙２】

現行 改正後（案）

名称 宿泊料 宿泊費（名称変更）

改正内容

　上限付き実費支給とする。

【正副議長】 14,900円

【議員】 13,300円

　上限付き実費支給とする。

※都道府県ごとに上限額を設定

　〔内国旅行の上限額〕 　〔内国旅行の最高上限額〕

【正副議長、議員】 27,000円

改正内容 ―

① 交通費と宿泊費が一体となったパック
旅行商品代のための旅費種目を新設す
る。

② 包括宿泊費の額は、交通費の額と宿泊
費基準額の合計を上限とする。

１泊２食付き　1/3の額
１泊１食付き　2/3の額

改正内容 ―

　宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てる
旅費として、定額支給する。

　〔内国旅行〕

　　定額　　2,400円

※食事付きの宿泊の場合減額支給

宿泊手当（新規）

食卓料 食卓料（廃止）

改正内容

　夕朝食の費用が必要な場合に限り、定額
支給する（１泊２食付きの宿泊の場合支給
しない）。

　宿泊を伴う内国旅行における食卓料にあ
たる費用は、宿泊手当に含まれるため、食
卓料を廃止する。

【議員】　3,000円

　〔内国旅行〕

　　定額 【正副議長】　3,300円

名称

名称

交
通
費

宿
泊
費
等

名称 車賃 その他の交通費（名称変更）

改正内容

　車での移動について実費支給とする。
　ただし、公務上の必要又は天災その他や
むを得ない事情により実費額によることが
できない場合には、路程１キロメートルに
つき37円を支給する。

【追加】
　鉄道、船舶及び航空機以外での移動（路
線バス、タクシー、レンタカー等）につい
て旅費として支給する。

名称 旅行雑費 旅行雑費

改正内容

① 内国旅行（近接地内）では、緊急その
他やむを得ない事情により通信費を要し
た場合に定額で支給する。

① 宿泊を伴わない内国旅行における緊急
かつ臨時の費用として、公務上必要な場
合に定額で支給する。

② 内国旅行（近接地外）では、定額で支
給する。

② 宿泊を伴う内国旅行における旅行雑費
にあたる費用は、宿泊手当に含まれるた
め、支給しない。

　〔内国旅行〕 〔内国旅行〕

名称 ― 包括宿泊費（新規）
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【正副議長、議員】
◎内国旅行◎
運賃の等級が区分された航空機により移動
するときは、最下級の運賃を支給する。
◎外国旅行◎
運賃の等級が区分された航空機により移動
するときは、最上級の運賃を支給可能とす
る。ただし、運賃の等級が三以上に区分さ
れた航空機により移動するときは最上級の
直近下位の級の運賃を支給可能とする。

名称 船賃 船賃

名称 航空賃 航空賃

改正内容

【正副議長】
◎内国旅行◎
旅客運賃の範囲内の実費額
◎外国旅行◎
運賃の等級を2以上の階級に区分する場合は
最上級の旅客運賃。

【議員】
◎内国旅行◎
旅客運賃の範囲内の実費額
◎外国旅行◎
運賃の等級を3以上の階級に区分する場合は
最上級の直近下位の旅客運賃。2階級に区分
する場合は上級の旅客運賃。

改正内容

　外国旅行において死亡した場合、定額を
支給する。

　外国旅行において死亡した場合、定額を
支給する。

　定額 【正副議長】800,000円
【議員】640,000円

　定額　【正副議長、議員】　930,000円

名称 死亡手当 死亡手当

改正内容

【議員】
◎外国旅行◎
運賃の等級を2以上の階級に区分する場合は
最上級の旅客運賃とし、最上級の旅客運賃
を更に２以上に区分する場合は下記のとお
り。
①４以上に区分：最上級の直近下位の級の

旅客運賃
②３に区分　　：中級の旅客運賃
③２に区分　　：下級の旅客運賃

【議員】
◎外国旅行◎
運賃の等級が区分された船舶により移動す
るときは最上級の運賃を支給可能とする。

改正内容 ―

　鉄道、船舶及び航空機の利用に際して、
手数料等が発生し、それが旅行の実情に照
らして公務上必要である場合には、当該手
数料等を支給可能とする。

現行 改正後（案）

交
通
費

そ
の
他

名称 近接地内・地外の区分 近接地内・地外の区分（廃止）

改正内容
　近接地の設定をする。 　近接地の設定を廃止する（近接地内、近

接地外の区分を廃止する）。

名称 渡航手数料 渡航雑費（名称変更）

改正内容

　旅行者の予防注射料、旅券の交付手数
料、査証手数料、外貨交換手数料、空港旅
客サービス施設使用料、旅客保安サービス
料及び入出国税の実費額を支給する。

　渡航手数料として実費支給をしていたも
のに加え、その他外国旅行に要する費用
（保険料や携行品等の購入等）の実費額を
支給する。

名称 ― 旅費の返納（新規）

改正内容 ―

① 旅行者が条例等に違反して旅費の支給
を受けた場合に、旅費を返納させなけれ
ばならない。

② 旅行者が条例等に違反して旅費の支給
を受けた場合に、当該旅行者に対して支
払う給与又は旅費の額から、返納が必要
な金額に相当する額を差し引くことがで
きる。

名称 ― 手数料（新規）
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第３３号議案説明資料
令和８年２月２５日 

件  名 
足立区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 総務課 

内  容 

令和７年１２月１５日に開催された足立区特別職議員報酬等審議会の答

申に基づき、足立区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬を改定す

る。 

また、令和７年第４回定例会にて、職員の旅費を定めた「足立区職員の旅

費に関する条例」が改正されたことや、国の法改正趣旨を踏まえ、旅費規定

も併せて改正する。 

１ 報酬の改定（第２条関係） 

（１）改定内容

ア 行政委員（議員選出監査委員を除く）

報酬３．４％引き上げ

職名  

現行  改定後（案） 

報酬月額  
報酬月額  

（※１）

教育委員会  委員  232,000 円 239,900 円  

選挙管理  

委員会  

委員長  290,000 円 299,900 円  

委員  232,000 円 239,900 円  

補充員（※２）  5,000 円 5,200 円  

監査委員  識見選出委員  304,000 円 314,300 円  

農業委員会  
会長  94,000 円 97,200 円  

委員  47,000 円 48,600 円  

※１ 100円未満を四捨五入して算出

※２ 日額制

イ 行政委員（議員選出監査委員）

報酬１５．５％引き上げ

職名  

現行  改定後（案） 

報酬月額  
報酬月額  

（※１）

監査委員  議員選出委員  137,000 円 158,200 円  

※１ 100円未満を四捨五入して算出

（２）施行年月日

公布の日から施行。ただし令和７年４月１日に遡って適用する。

なお、令和７年４月から令和８年２月までの報酬は、改定前の金額で

支給済みのため、３月報酬支給時に差額分を支給する。 
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（３）改定額の算出方法

ア 行政委員（議員選出監査委員を除く）

答申では、令和７年の特別区人事委員会勧告に基づき、部長職の加

重平均改定率（３．４％）を適用し、その額の１００円未満の端数を

四捨五入して算出している。 

イ 行政委員（議員選出監査委員）

答申では、職務内容が識見監査委員と大きく異なるものではないこ

と、監査所要日数も他自治体と比較して多いにもかかわらず現在の報

酬月額は２３区平均を大きく下回っていることから、議員選出監査委

員の２３区平均額を若干上回る水準として、１５．５％の引き上げを

適用し、その額の１００円未満の端数を四捨五入して算出している。 

２ 旅費規定の改正（第５条第３項関係） 

（１）改正内容

「車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、渡航手数料及び死亡手当」を「そ

の他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費、死亡手当及

び旅行雑費」に改める。 

（２）施行年月日

令和８年４月１日

３ 新旧対照表 

別紙１のとおり 

【参考】 

改正となる主な旅費等（詳細は別紙２のとおり） 

行政委員の旅費は副区長相当額とされている。副区長の旅費は、「足立

区長等の給料等に関する条例」において規定されているため、「足立区長

等の給料等に関する条例」の改正に伴い、行政委員の旅費も改正される。 

ア 宿泊料の見直し

現行 改正後（案） 

改

正 

内

容 

名称 宿泊料 宿泊費（名称変更） 

内容 

上限付き実費支給 

〔内国旅行の上限額〕 

（※１） 

上限付き実費支給 

〔内国旅行の最高上限額〕 

（※２） 

行政委員 13,300円 27,000円 

※１ 全国一律の上限額

※２ 宿泊する都道府県ごとに上限額の設定が異なる

≪例≫東京都他２府県 27,000円、福島県他２県 11,000円 

≪改正の考え方≫ 

行政委員の旅費の根拠となる副区長相当額は、「国家公務員の旅

費支給規程」中の「指定職職員等」と同基準にしている。 
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イ 食卓料の廃止

現行 改正後（案） 

改

正 

内

容 

名称 食卓料 食卓料（廃止） 

内容 

夕朝食の費用が必要な場合

に限り、定額支給する（１

泊２食付きの宿泊の場合支

給しない）。 

宿泊を伴う内国旅行におけ

る食卓料にあたる費用は、

宿泊手当に含まれるため、

食卓料を廃止する。 

行政委員 3,000円 廃止 

ウ 宿泊手当の新設

現行 改正後（案） 

改

正 

内

容 

名称 ― 宿泊手当（新設） 

内容 ― 

宿泊を伴う旅行に必要な諸

雑費に充てる旅費として、定

額支給する。 

行政委員 ― 定額 2,400円（※１） 

※１ 食事付きの宿泊の場合減額支給（１泊２食付きは1/3の額、１泊

１食付きは2/3の額） 
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足立区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に

関する条例

○足立区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に

関する条例

昭和31年10月12日条例第16号 昭和31年10月12日条例第16号 

第１条 省略 第１条 省略 

（報酬） （報酬） 

第２条 委員の報酬は、別表のとおりとする。 第２条 委員の報酬は、別表のとおりとする。 

第３条から第４条まで 省略 第３条から第４条まで 省略 

（費用弁償） （費用弁償） 

第５条 委員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。 第５条 委員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。 

２ 前項の規定により、委員が会議への出席又は特別区の存する区域内を旅

行したときは、日額旅費として3,000円を支給する。ただし、委員が足立区

役所での会議に出席する場合において、当該委員の住所から足立区役所ま

での直線距離が片道１キロメートル未満のときは、支給しない。 

２ 前項の規定により、委員が会議への出席又は特別区の存する区域内を旅

行したときは、日額旅費として3,000円を支給する。ただし、委員が足立区

役所での会議に出席する場合において、当該委員の住所から足立区役所ま

での直線距離が片道１キロメートル未満のときは、支給しない。 

３ 前項に定めるもののほか、公務のため旅行したとき支給する第１項の旅

費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、

渡航手数料及び死亡手当とし、その額は、副区長相当額とする。 

３ 前項に定めるもののほか、公務のため旅行したとき支給する第１項の旅

費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊

費、宿泊手当、渡航雑費、死亡手当及び旅行雑費とし、その額は、副区長

相当額とする。 

４ 旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。 ４ 旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。 

  付 則 省略   付 則 現行のとおり 

付 則（令和８年２月27日条例第●号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条第３項の改正規定

は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例（第５条第３項の改正規定を除く。）による改正後の足立区行
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改正前 改正後 

政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例

（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和７年４月１日から適用

する。 

（報酬の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の足立区行政委

員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定

に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみ

なす。 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 日額月額の別 報酬金額 区分 日額月額の別 報酬金額 

教育委員会 委員 月額 232,000円  教育委員会 委員 月額 239,900円  

選挙管理委

員会 

委員長 月額 290,000円  選挙管理委

員会 

委員長 月額 299,900円  

委員 月額 232,000円  委員 月額 239,900円  

補充員 日額 5,000円  補充員 日額 5,200円  

監査委員 識見選出委員 月額 304,000円  監査委員 識見選出委員 月額 314,300円  

議員選出委員 月額 137,000円  議員選出委員 月額 158,200円  

農業委員会 会長 月額 94,000円  農業委員会 会長 月額 97,200円  

委員 月額 47,000円  委員 月額 48,600円  
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名称 ―

◎内国旅行◎
運賃の等級が区分された航空機により移動
するときは、最下級の運賃を支給する。
◎外国旅行◎
運賃の等級が区分された航空機により移動
するときは、最上級の運賃を支給可能とす
る。ただし、運賃の等級が三以上に区分さ
れた航空機により移動するときは最上級の
直近下位の級の運賃を支給可能とする。

包括宿泊費（新規）

改正内容 ―

① 交通費と宿泊費が一体となったパック
旅行商品代のための旅費種目を新設す
る。

② 包括宿泊費の額は、交通費の額と宿泊
費基準額の合計を上限とする。

名称 旅行雑費 旅行雑費

改正内容

① 内国旅行（近接地内）では、緊急その
他やむを得ない事情により通信費を要し
た場合に定額で支給する。

① 宿泊を伴わない内国旅行における緊急
かつ臨時の費用として、公務上必要な場
合に定額で支給する。

② 内国旅行（近接地外）では、定額で支
給する。

② 宿泊を伴う内国旅行における旅行雑費
にあたる費用は、宿泊手当に含まれるた
め、支給しない。

　〔内国旅行〕 〔内国旅行〕

　　定額　　100円 　　定額　　100円

名称 車賃 その他の交通費（名称変更）

改正内容

旅費規定の改正内容 【別紙２】

現行 改正後（案）

鉄道賃

改正内容
　内国旅行の急行料金は、特別急行列車を
運行する線路による旅行で片道100キロ
メートル以上の場合のみ支給する。

名称 宿泊料 宿泊費（名称変更）

改正内容

　上限付き実費支給とする。

13,300円 27,000円

　上限付き実費支給とする。

　〔内国旅行の上限額〕 　〔内国旅行の最高上限額〕

※都道府県ごとに上限額を設定

名称

改正内容 ―

　宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てる
旅費として、定額支給する。

名称 ― 宿泊手当（新規）

食卓料 食卓料（廃止）

改正内容

　夕朝食の費用が必要な場合に限り、定額
支給する（１泊２食付きの宿泊の場合支給
しない）。

　宿泊を伴う内国旅行における食卓料にあ
たる費用は、宿泊手当に含まれるため、食
卓料を廃止する。

　〔内国旅行〕

　　定額 3,000円

　〔内国旅行〕

　　定額　　2,400円

※食事付きの宿泊の場合減額支給

１泊２食付き　1/3の額
１泊１食付き　2/3の額

名称 航空賃 航空賃

改正内容

◎内国旅行◎
旅客運賃の範囲内の実費額
◎外国旅行◎
運賃の等級を3以上の階級に区分する場合は
最上級の直近下位の旅客運賃。2階級に区分
する場合は上級の旅客運賃。

交
通
費

　内国旅行の急行料金支給の要件を廃止
し、公務上必要な場合には実績に応じて支
給する。

名称 鉄道賃

　車での移動について実費支給とする。
　ただし、公務上の必要又は天災その他や
むを得ない事情により実費額によることが
できない場合には、路程１キロメートルに
つき37円を支給する。

【追加】
　鉄道、船舶及び航空機以外での移動（路
線バス、タクシー、レンタカー等）につい
て旅費として支給する。

宿
泊
費
等
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改正内容
　外国旅行において死亡した場合、定額を
支給する。

　外国旅行において死亡した場合、定額を
支給する。

定額　　640,000円 定額　　930,000円

名称 死亡手当 死亡手当

改正内容

◎外国旅行◎
運賃の等級を2以上の階級に区分する場合は
最上級の旅客運賃とし、最上級の旅客運賃
を更に２以上に区分する場合は下記のとお
り。
①４以上に区分：最上級の直近下位の級の

旅客運賃
②３に区分　　：中級の旅客運賃
③２に区分　　：下級の旅客運賃

◎外国旅行◎
運賃の等級が区分された船舶により移動す
るときは最上級の運賃を支給可能とする。

改正内容 ―

　鉄道、船舶及び航空機の利用に際して、
手数料等が発生し、それが旅行の実情に照
らして公務上必要である場合には、当該手
数料等を支給可能とする。

名称 船賃 船賃

現行 改正後（案）

交
通
費

そ
の
他

名称 近接地内・地外の区分 近接地内・地外の区分（廃止）

改正内容
　近接地の設定をする。 　近接地の設定を廃止する（近接地内、近

接地外の区分を廃止する）。

名称 渡航手数料 渡航雑費（名称変更）

改正内容

　旅行者の予防注射料、旅券の交付手数
料、査証手数料、外貨交換手数料、空港旅
客サービス施設使用料、旅客保安サービス
料及び入出国税の実費額を支給する。

　渡航手数料として実費支給をしていたも
のに加え、その他外国旅行に要する費用
（保険料や携行品等の購入等）の実費額を
支給する。

名称 ― 旅費の返納（新規）

改正内容 ―

① 旅行者が条例等に違反して旅費の支給
を受けた場合に、旅費を返納させなけれ
ばならない。

② 旅行者が条例等に違反して旅費の支給
を受けた場合に、当該旅行者に対して支
払う給与又は旅費の額から、返納が必要
な金額に相当する額を差し引くことがで
きる。

名称 ― 手数料（新規）
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第３５号議案説明資料
令和８年２月２５日 

件  名 
区議会等の行う調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の費用弁

償条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 総務課 

内  容 

区議会、区長、選挙管理委員会及び監査委員の行う審査や調査のために出

頭する関係者や公聴会に参加する者に対する費用弁償は、「足立区職員の旅

費に関する条例」の適用を受ける職員の例によることになっている。 

令和７年第４回定例会にて、職員の旅費を定めた「足立区職員の旅費に関

する条例」が改正されたことや、国の法改正趣旨を踏まえ、旅費規定を改正

する。 

１ 旅費規定の改正（第２条第２項関係） 

（１）改正内容

「車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料」を「その他の交通費、宿泊費、

包括宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費」に改める。 

（２）施行年月日

令和８年４月１日

２ 新旧対照表 

別紙１のとおり 

【参考】 

改正となる主な旅費等（詳細は別紙２のとおり） 

出頭する関係者や公聴会に参加する者の旅費は職員の例によるとされ

ている。「足立区職員の旅費に関する条例」の改正に伴い、出頭する関係

者や公聴会に参加する者の旅費も改正される。 

ア 宿泊料の見直し

現行 改正後（案） 

改

正 

内

容 

名称 宿泊料 宿泊費（名称変更） 

内容 

上限付き実費支給 

〔内国旅行の上限額〕 

（※１） 

上限付き実費支給 

〔内国旅行の最高上限額〕 

（※２） 

出頭する関

係者や公聴

会に参加す

る者 

11,800円 19,000円 

※１ 全国一律の上限額

※２ 宿泊する都道府県ごとに上限額の設定が異なる

≪例≫東京都他２府県 19,000円、福島県他２県 8,000円 
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≪改正の考え方≫ 

出頭する関係者や公聴会に参加する者の旅費の根拠となる職員

相当額は、「国家公務員の旅費支給規程」中の「職務の級が十級以

下の者」と同基準にしている。 

イ 食卓料の廃止

現行 改正後（案） 

改

正 

内

容 

名称 食卓料 食卓料（廃止） 

内容 

夕朝食の費用が必要な場合

に限り、定額支給する（１

泊２食付きの宿泊の場合支

給しない）。 

宿泊を伴う内国旅行におけ

る食卓料にあたる費用は、

宿泊手当に含まれるため、

食卓料を廃止する。 

出頭する関

係者や公聴

会に参加す

る者 

3,000円 廃止 

ウ 宿泊手当の新設

現行 改正後（案） 

改

正 

内

容 

名称 ― 宿泊手当（新設） 

内容 ― 

宿泊を伴う旅行に必要な諸

雑費に充てる旅費として、定

額支給する。 

出頭する関

係者や公聴

会に参加す

る者 

― 定額 2,400円（※１） 

※１ 食事付きの宿泊の場合減額支給（１泊２食付きは1/3の額、１泊

１食付きは2/3の額） 
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区議会等の行う調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の費用弁償条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○区議会等の行う調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の費用

弁償条例

○区議会等の行う調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の費用

弁償条例

昭和26年11月15日条例第14号 昭和26年11月15日条例第14号 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第207条その他法令の規定により、

区議会（常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を含む。）、区長、

選挙管理委員会及び監査委員の行う審査又は調査のためその招請により出

頭する選挙人その他の関係者又は参考人若しくは公聴会に参加する者に対

する費用弁償は、この条例の定めるところによる。 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第207条その他法令の規定により、

区議会（常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を含む。）、区長、

選挙管理委員会及び監査委員の行う審査又は調査のためその招請により出

頭する選挙人その他の関係者若しくは参考人又は公聴会に参加する者に対

する費用弁償は、この条例の定めるところによる。 

（旅費） （旅費） 

第２条 前条の規定により出頭した者又は参加した者に対しては旅費を支給

する。但し、区から給料を受ける職にある者には、これを支給しない。 

第２条 前条の規定により出頭した者又は参加した者に対しては旅費を支給

する。ただし、区から給料を受ける職にある者には、これを支給しない。 

２ 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の

７種とし、その額は、足立区職員の旅費に関する条例（昭和50年足立区条

例第14号）の適用を受ける職員の例による。ただし、その合計額が１日に

つき5,000円に達しないときは、5,000円とする。 

２ 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、

宿泊手当及び旅行雑費の８種とし、その額は、足立区職員の旅費に関する

条例（昭和50年足立区条例第14号）の適用を受ける職員の例による。ただ

し、その合計額が１日につき5,000円に達しないときは、5,000円とする。 

３ 前項に定める旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。 ３ 前項に定める旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。 

（実費弁償） （実費弁償） 

第３条 前条に定めるものの外必要な経費は、その実費を弁償することがで

きる。 

第３条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償すること

ができる。 

第４条 省略 第４条 省略 

  付 則 省略   付 則 現行のとおり 

付 則（令和８年２月27日条例第●号） 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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現行 改正後（案）

宿泊料 宿泊費（名称変更）名称

　〔内国旅行の上限額〕

※都道府県ごとに上限額を設定

　上限付き実費支給とする。 　上限付き実費支給とする。

　〔内国旅行の最高上限額〕
改正内容

名称 食卓料 食卓料（廃止）

―

　夕朝食の費用が必要な場合に限り、定額
支給する（１泊２食付きの宿泊の場合支給
しない）。

　宿泊を伴う内国旅行における食卓料にあ
たる費用は、宿泊手当に含まれるため、食
卓料を廃止する。

包括宿泊費（新規）

① 交通費と宿泊費が一体となったパック
旅行商品代のための旅費種目を新設す
る。

② 包括宿泊費の額は、交通費の額と宿泊
費基準額の合計を上限とする。

改正内容 ―

改正内容

　車での移動について実費支給とする。
　ただし、公務上の必要又は天災その他や
むを得ない事情により実費額によることが
できない場合には、路程１キロメートルに
つき37円を支給する。

【追加】
　鉄道、船舶及び航空機以外での移動（路
線バス、タクシー、レンタカー等）につい
て旅費として支給する。

車賃

　〔内国旅行〕

名称

改正内容

　　定額　　一般職員　　2,600円

その他の交通費（名称変更）

① 宿泊を伴わない内国旅行における緊急
かつ臨時の費用として、公務上必要な場
合に定額で支給する。

② 宿泊を伴う内国旅行における旅行雑費
にあたる費用は、宿泊手当に含まれるた
め、支給しない。

改正内容
② 内国旅行（近接地外）では、定額で支
給する。

宿泊手当（新規）

　宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てる
旅費として、定額支給する。

　〔内国旅行〕

　　定額　　2,400円

※食事付きの宿泊の場合減額支給

　　定額　　100円

一般職員 11,800円 19,000円一般職員

① 内国旅行（近接地内）では、緊急その
他やむを得ない事情により通信費を要し
た場合に定額で支給する。

【別紙２】旅費規定の改正内容

宿
泊
費
等

名称

改正内容

名称

鉄道賃 鉄道賃

　〔内国旅行〕

―

　　定額　　100円

１泊２食付き　1/3の額
１泊１食付き　2/3の額

―

交
通
費

名称

　内国旅行の急行料金は、特別急行列車を
運行する線路による旅行で片道100キロ
メートル以上の場合のみ支給する。

改正内容
　内国旅行の急行料金支給の要件を廃止
し、公務上必要な場合には実績に応じて支
給する。

名称 旅行雑費 旅行雑費

〔内国旅行〕

24



改正後（案）

② 旅行者が条例等に違反して旅費の支給
を受けた場合に、当該旅行者に対して支
払う給与又は旅費の額から、返納が必要
な金額に相当する額を差し引くことがで
きる。

―改正内容

―

改正内容
　近接地の設定をする。 　近接地の設定を廃止する（近接地内、近

接地外の区分を廃止する）。

そ
の
他

名称 近接地内・地外の区分 近接地内・地外の区分（廃止）

― 手数料（新規）

―

　鉄道、船舶及び航空機の利用に際して、
手数料等が発生し、それが旅行の実情に照
らして公務上必要である場合には、当該手
数料等を支給可能とする。

名称

改正内容

名称

① 旅行者が条例等に違反して旅費の支給
を受けた場合に、旅費を返納させなけれ
ばならない。

名称 航空賃 航空賃

　運賃の等級を２以上の階級に区分する航
空路による旅行の場合には、下級の運賃を
支給する。

名称 船賃 船賃

旅費の返納（新規）

【追加】
　外国旅行であって、運賃の等級が２以上
の階級に区分する航空路により著しく長時
間にわたる移動とされる場合は、最下級の
直近上位の級の運賃を支給可能とする。

改正内容

① 内国旅行において、運賃の等級を３階
級に区分する船舶による旅行の場合に
は、中級の運賃を支給する。

　内国旅行において、運賃の等級が区分す
る船舶による旅行の場合には、最下級の運
賃を支給する。

② 内国旅行において、運賃の等級を２階
級に区分する船舶による旅行の場合に
は、下級の運賃を支給する。

改正内容

現行

交
通
費
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第３６号議案説明資料
令和８年２月２５日 

件  名 足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 総務課 

内  容 

令和７年１２月１５日に開催された足立区特別職議員報酬等審議会の答

申に基づき、教育委員会教育長及び常勤の監査委員の給料を改定する。 

また、令和７年第４回定例会にて、職員の旅費を定めた「足立区職員の旅

費に関する条例」が改正されたことや、国の法改正趣旨を踏まえ、旅費規定

も併せて改正する。 

１ 給料の改定（第２条関係） 

（１）改定内容

ア 教育長：給料３．２％引き上げ

職名  

現行  改定後（案）  

給料月額  期末手当  
給料月額  

（※１）
期末手当  

教育長  745,800 円 2.99 月 769,700 円  
2.99 月  

（変更なし） 

※１ 100円未満を四捨五入して算出

イ 常勤の監査委員：給料１６．１％引き上げ

職名  

現行  改定後（案）  

給料月額  期末手当  
給料月額  

（※１）
期末手当  

常勤の  

監査委員  
617,900 円 2.99 月 717,400 円  

2.99 月  

（変更なし） 

※１ 100円未満を四捨五入して算出

（２）施行年月日

令和８年４月１日

（３）改定額の算出方法

ア 教育長

教育長の給料は長年引き上げがなく、部長級職員の平均年収との差

が徐々に縮まってきていた。 

  また、令和７年の特別区人事委員会勧告で大幅な改定や制度改正が

あり、その差が今後さらに縮まる状況であった。 

上記の点を踏まえ、答申では、部長級職員の年間給与改定額との均
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衡を確保する観点から、令和７年の特別区人事委員会勧告に基づき、

給料月額については部長職の平均号級改定率に準拠して３．２％の引

き上げを適用し、その額の１００円未満の端数を四捨五入して算出し

ている。 

イ 常勤の監査委員

以前から、常勤監査委員の年収は、部長級職員の平均年収より低い

水準にあった。 

また、令和７年の特別区人事委員会勧告で大幅な改定や制度改正が

あり、その差が今後さらに広がる状況であった。 

区では近年、区の行財政運営が公正で合理的かつ効率的に行われて

いるかをより厳正に監査するため、常勤の監査委員に税のスペシャリ

ストである国税庁の元局長級職員を招聘する方針を取っている。

答申では上記の点を踏まえるとともに、以下（ア）（イ）も参考に、

給料月額を１６．１％引き上げている。なお、給料月額の１００円未

満の端数を四捨五入して算出している。 

（ア）再任用制度を参考に「元局長級＝国家公務員の現役課長級」と捉

え、同現役課長級の年収を参考にした。 

（イ）令和７年の特別区人事委員会勧告に基づく部長職の平均号級改定

率を参考にした。 

２ 旅費規定の改正（第３条関係） 

（１）主な改正内容（詳細は別紙１のとおり）

ア 宿泊料の見直し

現行 改正後（案） 

改

正 

内

容 

名称 宿泊料 宿泊費（名称変更） 

内容 

上限付き実費支給 

〔内国旅行の上限額〕 

（※１） 

上限付き実費支給 

〔内国旅行の最高上限額〕 

（※２） 

①区長 14,900円 

27,000円 ②副区長

③教育長

④常勤の

監査委員

13,300円 

※１ 全国一律の上限額

※２ 宿泊する都道府県ごとに上限額の設定が異なる

≪例≫東京都他２府県 27,000円、福島県他２県 11,000円 

≪改正の考え方≫ 

「国家公務員の旅費支給規程」中の「指定職職員等」と同基準にして

いる。 
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イ 食卓料の廃止

現行 改正後（案） 

改

正 

内

容 

名称 食卓料 食卓料（廃止） 

内容 

夕朝食の費用が必要な場

合に限り、定額支給する

（１泊２食付きの宿泊の

場合支給しない）。 

宿泊を伴う内国旅行におけ

る食卓料にあたる費用は、宿

泊手当に含まれるため、食卓

料を廃止する。 

①区長 3,300円 

廃止 
②副区長

③教育長

④常勤の

監査委員 

3,000円 

ウ 宿泊手当の新設

現行 改正後（案） 

改

正 

内

容 

名称 ― 宿泊手当（新設） 

内容 ― 

宿泊を伴う旅行に必要な諸雑

費に充てる旅費として、定額

支給する。 

①区長

②副区長

③教育長

④常勤の

監査委員

― 定額 2,400円（※１） 

※１ 食事付きの宿泊の場合減額支給（１泊２食付きは 1/3の額、１

泊１食付きは 2/3の額） 

（２）他の役職への影響について

宿泊費等の旅費については、各条例で以下のとおり定めている。各役

職の旅費で改正が必要な部分については、所管ごとに令和８年第１回定

例会で条例改正を予定している。 

職名 宿泊費等の旅費 

正副議長（※１） 区長相当額 

議員 

副区長相当額 
行政委員 

附属機関委員 

選挙長等 

※１ 議長及び副議長が区議会を代表する公務旅行の場合は、区長相

当額を適用。 
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（３）施行年月日

令和８年４月１日

３ 新旧対照表 

別紙２のとおり 
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交
通
費

宿
泊
費
等

名称 車賃 その他の交通費（名称変更）

改正内容

　車での移動について実費支給とする。
　ただし、公務上の必要又は天災その他や
むを得ない事情により実費額によることが
できない場合には、路程１キロメートルに
つき37円を支給する。

【追加】
　鉄道、船舶及び航空機以外での移動（路
線バス、タクシー、レンタカー等）につい
て旅費として支給する。

名称 旅行雑費 旅行雑費

改正内容

① 内国旅行（近接地内）では、緊急その
他やむを得ない事情により通信費を要し
た場合に定額で支給する。

① 宿泊を伴わない内国旅行における緊急
かつ臨時の費用として、公務上必要な場
合に定額で支給する。

② 内国旅行（近接地外）では、定額で支
給する。

② 宿泊を伴う内国旅行における旅行雑費
にあたる費用は、宿泊手当に含まれるた
め、支給しない。

　〔内国旅行〕 〔内国旅行〕

　　定額　　100円 　　定額　　100円

名称 ― 包括宿泊費（新規）

改正内容 ―

① 交通費と宿泊費が一体となったパック
旅行商品代のための旅費種目を新設す
る。

② 包括宿泊費の額は、交通費の額と宿泊
費基準額の合計を上限とする。

宿泊手当（新規）

食卓料 食卓料（廃止）

改正内容

　夕朝食の費用が必要な場合に限り、定額
支給する（１泊２食付きの宿泊の場合支給
しない）。

　宿泊を伴う内国旅行における食卓料にあ
たる費用は、宿泊手当に含まれるため、食
卓料を廃止する。

 【副区長、教育長、常勤監査】　3,000円

　〔内国旅行〕

　　定額　　　　　　 【区長】　3,300円

宿泊費（名称変更）

改正内容

　上限付き実費支給とする。

【区長】 14,900円

【副区長、教育長、常勤監査】 13,300円

　上限付き実費支給とする。

※都道府県ごとに上限額を設定

　〔内国旅行の上限額〕 　〔内国旅行の最高上限額〕

旅費規定の改正内容 【別紙１】

現行 改正後（案）

 【区長、副区長、教育長、常勤監査】
27,000円

　内国旅行の急行料金支給の要件を廃止
し、公務上必要な場合には実績に応じて支
給する。

名称 鉄道賃 鉄道賃

改正内容
　内国旅行の急行料金は、特別急行列車を
運行する線路による旅行で片道100キロ
メートル以上の場合のみ支給する。

改正内容 ―

　宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てる
旅費として、定額支給する。

　〔内国旅行〕

　　定額　　2,400円

※食事付きの宿泊の場合減額支給

名称

名称 ―

１泊２食付き　1/3の額
１泊１食付き　2/3の額

名称 宿泊料

30



交
通
費

名称 近接地内・地外の区分 近接地内・地外の区分（廃止）

改正内容
　近接地の設定をする。 　近接地の設定を廃止する（近接地内、近

接地外の区分を廃止する）。

名称 渡航手数料 渡航雑費（名称変更）

改正内容

　旅行者の予防注射料、旅券の交付手数
料、査証手数料、外貨交換手数料、空港旅
客サービス施設使用料、旅客保安サービス
料及び入出国税の実費額を支給する。

　渡航手数料として実費支給をしていたも
のに加え、その他外国旅行に要する費用
（保険料や携行品等の購入等）の実費額を
支給する。

名称 ― 旅費の返納（新規）

改正内容 ―

① 旅行者が条例等に違反して旅費の支給
を受けた場合に、旅費を返納させなけれ
ばならない。

改正内容 ―

　鉄道、船舶及び航空機の利用に際して、
手数料等が発生し、それが旅行の実情に照
らして公務上必要である場合には、当該手
数料等を支給可能とする。

そ
の
他

現行 改正後（案）

名称 船賃 船賃

名称 航空賃 航空賃

改正内容

【区長】
◎内国旅行◎
旅客運賃の範囲内の実費額
◎外国旅行◎
運賃の等級を2以上の階級に区分する場合は
最上級の旅客運賃。

【副区長、教育長、常勤監査】
◎内国旅行◎
旅客運賃の範囲内の実費額
◎外国旅行◎
運賃の等級を3以上の階級に区分する場合は
最上級の直近下位の旅客運賃。2階級に区分
する場合は上級の旅客運賃。

改正内容

　外国旅行において死亡した場合、定額を
支給する。

　外国旅行において死亡した場合、定額を
支給する。

　定額　　　　　　　【区長】800,000円
【副区長、教育長、常勤監査】640,000円

定額 【区長、副区長、教育長、常勤監査】
930,000円

名称 死亡手当 死亡手当

改正内容

【副区長、教育長、常勤監査】
◎外国旅行◎
運賃の等級を2以上の階級に区分する場合は
最上級の旅客運賃とし、最上級の旅客運賃
を更に２以上に区分する場合は下記のとお
り。
①４以上に区分：最上級の直近下位の級の

旅客運賃
②３に区分　　：中級の旅客運賃
③２に区分　　：下級の旅客運賃

【副区長、教育長、常勤監査委員】
◎外国旅行◎
運賃の等級が区分された船舶により移動す
るときは最上級の運賃を支給可能とする。

【区長、副区長、教育長、常勤監査】
◎内国旅行◎
運賃の等級が区分された航空機により移動
するときは、最下級の運賃を支給する。
◎外国旅行◎
運賃の等級が区分された航空機により移動
するときは、最上級の運賃を支給可能とす
る。ただし、運賃の等級が三以上に区分さ
れた航空機により移動するときは最上級の
直近下位の級の運賃を支給可能とする。

② 旅行者が条例等に違反して旅費の支給
を受けた場合に、当該旅行者に対して支
払う給与又は旅費の額から、返納が必要
な金額に相当する額を差し引くことがで
きる。

名称 ― 手数料（新規）
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足立区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区長等の給料等に関する条例 ○足立区長等の給料等に関する条例

昭和31年10月12日条例第13号 昭和31年10月12日条例第13号 

第１条 省略 第１条 省略 

（給料） （給料） 

第２条 区長等の給料の額は、別表第１による。 第２条 区長等の給料の額は、別表第１による。 

（旅費） （旅費） 

第３条 区長等が公務により旅行するときは、旅費を支給する。 第３条 区長等が公務により旅行するときは、旅費を支給する。 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓

料、渡航手数料及び死亡手当とし、その額は、別表第２に定めるものを除

き、足立区職員の旅費に関する条例（昭和50年足立区条例第14号。以下「旅

費条例」という。）の適用を受ける職員の例による。 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括

宿泊費、宿泊手当、渡航雑費、死亡手当及び旅行雑費とし、その額は、別

表第２に定めるものを除き、足立区職員の旅費に関する条例（昭和50年足

立区条例第14号。以下「旅費条例」という。）の適用を受ける職員の例に

よる。 

  付 則 省略   付 則 現行のとおり 

付 則（令和８年２月27日条例第●号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条第２項及び別表第２の規定は、この条例の施行の日以後

に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお

従前の例による。 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

職名 給料月額 職名 給料月額 

区長 107万8,800円  区長 107万8,800円  

副区長 86万4,900円  副区長 86万4,900円  
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改正前 改正後 

教育委員会教育長 74万5,800円  教育委員会教育長 76万9,700円  

常勤の監査委員 61万7,900円  常勤の監査委員 71万7,400円  

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

(１) 鉄道賃、船賃及び外国旅行の航空賃 (１) 鉄道賃、船賃及び  航空賃 

区分 支給額 区分 支給額 

鉄道

賃 

内国旅行 次に規定する旅客運賃、急行料金、寝台料金、特

別車両料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内

の実費額 

(１) 旅費条例第17条に規定する旅客運賃、急行

料金、寝台料金及び座席指定料金 

(２) 特別車両料金を徴する客車を利用した場合

には、前号に規定する旅客運賃、急行料金、寝

台料金及び座席指定料金のほか、特別車両料金 

鉄道賃 旅費条例第９条第１項に定める額。ただし、同項

第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が

区分された鉄道により移動する場合には、最上級

の運賃の額とする。 

 

外国旅行 次に規定する旅客運賃、急行料金及び寝台料金（こ

れらのものに対する通行税を含む。）の範囲内の

実費額 

(１) 旅客運賃の等級を３以上の階級に区分する

線路による旅行の場合には、最上級の旅客運賃 

(２) 旅客運賃の等級を２階級に区分する線路に

よる旅行の場合には、上級の旅客運賃 

(３) 旅客運賃の等級を設けない線路による旅行

の場合には、その乗車に要する旅客運賃 

(４) 前３号に規定する旅客運賃のほか、旅費条

例第29条第４号に規定する旅客運賃並びに同条

第５号に規定する急行料金及び寝台料金 

 

船賃 内国旅行 次に規定する旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含

む。）、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料

金のそれぞれの範囲内の実費額 

船賃 旅費条例第１０条第１項に定める額。ただし、同

項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級

が区分された船舶により移動する場合には、最上
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改正前 改正後 

(１) 乗船に要する旅客運賃（その等級を２又は

３の階級に区分する船舶による旅行の場合は、

最上級の旅客運賃（最上級の旅客運賃を更に２

以上に区分する場合は、その内の最上級の旅客

運賃）） 

(２) 前号に規定する旅客運賃のほか、旅費条例

第18条第１項に規定する寝台料金、特別船室料

金及び座席指定料金 

級の運賃の額とする。 

外

国

旅

行 

区長 次に規定する旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含

む。）及び寝台料金（これらのものに対する通行

税を含む。）の範囲内の実費額 

(１) 乗船に要する旅客運賃（その等級を２以上

の階級に区分する船舶による旅行の場合は、最

上級の旅客運賃（最上級の旅客運賃を更に２以

上に区分する場合は、その内の最上級の旅客運

賃）） 

(２) 前号に規定する旅客運賃のほか、旅費条例

第30条第３号に規定する旅客運賃及び同条第４

号に規定する寝台料金 

副区長、

教育委

員会教

育長及

び常勤

の監査

委員 

次に規定する旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を含

む。）及び寝台料金（これらのものに対する通行

税を含む。）の範囲内の実費額 

(１) 旅客運賃の等級を２以上の階級に区分する

船舶による旅行の場合は、最上級の旅客運賃と

し、最上級の旅客運賃を更に２以上に区分する

船舶による旅行の場合は、次に規定する運賃 

ア 最上級の旅客運賃を４以上に区分する船舶
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改正前 改正後 

による旅行の場合は、最上級の直近下位の級

の旅客運賃 

イ 最上級の旅客運賃を３に区分する船舶によ

る旅行の場合は、中級の旅客運賃 

ウ 最上級の旅客運賃を２に区分する船舶によ

る旅行の場合は、下級の旅客運賃 

(２) 前号に規定する旅客運賃のほか、旅費条例

第30条第３号に規定する旅客運賃及び同条第４

号に規定する寝台料金 

外国

旅行

の航

空賃 

区長 次に規定する旅客運賃の範囲内の実費額 

(１) 航空機の利用に要する旅客運賃（その等

級を２以上の階級に区分する航空路による旅

行の場合は、最上級の旅客運賃） 

(２) 前号に規定する旅客運賃のほか、旅費条

例第31条第１項第３号に規定する旅客運賃 

航空賃 

旅費条例第１１条第１項及び第２項に定める

額。ただし、外国旅行の場合における同条第１

項第１号に掲げる運賃の額の上限は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 

（１） 運賃の等級が２に区分された航空機

により移動する場合 最上級の運賃の額 

（２） 運賃の等級が３以上に区分された航

空機により移動する場合 最上級の直近下

位の級の運賃の額 

副区長、

教育委員

会教育長

及び常勤

の監査委

員 

次に規定する旅客運賃の範囲内の実費額 

(１) 旅客運賃の等級を３以上の階級に区分す

る航空路による旅行の場合には、最上級の直

近下位の級の旅客運賃 

(２) 旅客運賃の等級を２階級に区分する航空

路による旅行の場合には、上級の旅客運賃 

(３) 旅客運賃の等級を設けない航空路による

旅行の場合には、航空機の利用に要する旅客

運賃 

(４) 前３号に規定する旅客運賃のほか、旅費

条例第31条第１項第３号に規定する旅客運賃 

(２) 内国旅行の宿泊料及び食卓料 (２) 宿泊費

区分 宿泊料（１夜につき） 食卓料（１夜につき） 区分 宿泊費（１夜につき） 

35

06790178
線

06790178
線



改正前 改正後 

区長 １万4,900円 3,300円 内国旅行 

国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省令

第４５号。以下「省令」という。）別表第２の１の

表の区分の欄に掲げる区分に応じ、同表の指定職職

員等の欄に定める額 

副区長、教育委

員会教育長及

び常勤の監査

委員 

１万3,300円 3,000円 外国旅行 
省令別表第２の２の表の区分の欄に掲げる区分に応

じ、同表の指定職職員等の欄に定める額 

(３) 外国旅行の旅行雑費、宿泊料及び食卓料 (３) 削除

区分 

旅行雑費（１日につき） 宿泊料（１夜につき） 食卓

料（１

夜に

つき） 

指定

都市 

甲地

方 

乙地

方 

丙地

方 

指定

都市 

甲地

方 

乙地

方 

丙地

方 

 

区長 4,700

円 

3,950

円 

3,150

円 

2,850

円 

２万

9,000

円 

２万

4,200

円 

１万

9,400

円 

１万

7,400

円 

8,000

円 

 

副区

長、教

育委

員会

教育

長及

び常

勤の

監査

委員 

4,150

円 

3,500

円 

2,800

円 

2,550

円 

２万

5,700

円 

２万

1,500

円 

１万

7,200

円 

１万

5,500

円 

7,700

円 

 

(４) 死亡手当 (４) 削除
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改正前 改正後 

区分 死亡手当 

区長 80万円  

副区長、教育委員会教育長及び常勤

の監査委員 
64万円 
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第３７号議案説明資料
令和８年２月２５日 

件  名 足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内  容 

１ 概要 

令和７年特別区人事委員会勧告（特別区職員労働組合連合会と妥結）

により、管理職の職務・職責をより重視した給料体系の実現と早期昇格

者の処遇改善を図るため、管理職の給料月額等について、２３区同様の

内容で条例の改正を行う。 

２ 主な改正内容 

（１）給料表（第５条）の改定

管理職等の給料月額の見直し（給与制度のアップデート）。

ア ５級（課長級）は、初号近辺の号給をカットし、給料月額を引き

上げる。 

行政職給料表（一） ５級（課長級） 

現行号給 現行月額（百円） 改定号給 改定月額（百円） 

1～33 号 3,200～3,968 １号 3,968 

34～109 号 3,993～4,716  2～77 号 3,993～4,716 

イ ６級（部長級）は、初号の給料月額を引き上げつつ、給料月額を

刻みの大きい簡素な号給構成とする。 

行政職給料表（一） ６級（部長級） 

現行号給 現行月額（百円） 改定号給 改定月額（百円） 

1～40 号 3,965～4,977 １号 4,977 

41～46 号 4,992～5,062 ２号 5,062 

47～53 号 5,074～5,139 ３号 5,139 

54～61 号 5,148～5,204 ４号 5,204 

62～72 号 5,211～5,265 ５号 5,265 

73～83 号 5,270～5,320 ６号 5,320 

84～89 号 5,325～5,350 ７号 5,369 

－ ８号 5,394 

－ ９号 5,414 

（２）昇給（第６条）の改定

行政職給料表（一）の適用を受ける部長級職員について、標準の昇

給号給数を０号給とし、勤務成績が特に良好以上の場合に限り昇給す

る。 

３ 新旧対照表 

別紙１・２のとおり 

４ 施行年月日 

令和８年４月１日 
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足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例　新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区職員の給与に関する条例 ○足立区職員の給与に関する条例

昭和50年３月31日条例第13号 昭和50年３月31日条例第13号 

（初任給及び昇格昇給等の基準） （初任給及び昇格昇給等の基準） 

第６条 新たに職員となつた場合並びに職員が１つの職務の級から他の職務

の級に移つた場合及び１つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にす

る他の職に移つた場合の給料の基準は、人事委員会が定める。 

第６条 新たに職員となった場合並びに職員が１つの職務の級から他の職務

の級に移った場合及び１つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にす

る他の職に移った場合の給料の基準は、人事委員会が定める。 

２～３ 省略 ２～３ 現行のとおり 

４ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の

号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給

の号給数を４号給  

とすることを標準と

して人事委員会が定める基準に従い決定するものとする。 

４ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の

号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給

の号給数を４号給（行政職給料表（一）の適用を受ける職員のうちその属

する職務の級が６級であるものにあっては、０号給）とすることを標準と

して人事委員会が定める基準に従い決定するものとする。 

５～６ 省略 ５～６ 現行のとおり 

７ 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、足立区職員の分限に関

する条例（昭和49年足立区条例第37号。以下「分限条例」という。）第７

条の規定に基づき、その者が降給した日の前日に受けていた号給より３号

給下位の号給（当該受けていた号給がその者の属する職務の級の最低の号

給の上位３号給以内の号給である場合にあつては、当該最低の号給）とす

る。 

７ 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、足立区職員の分限に関

する条例（昭和49年足立区条例第37号。以下「分限条例」という。）第７

条の規定に基づき、その者が降給した日の前日に受けていた号給より３号

給下位の号給（当該受けていた号給がその者の属する職務の級の最低の号

給の上位３号給以内の号給である場合にあっては、当該最低の号給）とす

る。 

８～９ 省略 ８～９ 現行のとおり 

（通勤手当） （通勤手当） 

第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

(１)～(３) 省略 (１)～(３) 現行のとおり 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲

げる額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲

げる額とする。 

(１) 前項第１号に掲げる職員 通勤手当規則で定めるところにより算出 (１) 前項第１号に掲げる職員 通勤手当規則で定めるところにより算出

別紙１ 
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改正前 改正後 

したその者の支給対象期間（６箇月を超えない範囲内で通勤手当規則で

定める期間。以下同じ。）の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以

下「運賃等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給対象期間

内で通勤手当が支給される月の数（以下「支給月数」という。）で除し

て得た額が15万円を超えるときは、15万円に当該支給月数を乗じて得た

額 

したその者の支給対象期間（６箇月を超えない範囲内で通勤手当規則で

定める期間。以下同じ。）の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以

下「運賃等相当額」という。） 

(２) 前項第２号に掲げる職員 別表第４に掲げる職員の区分及び自転車

等の片道の使用距離の区分に応じて同表に掲げる額に支給月数を乗じて

得た額 

(２) 前項第２号に掲げる職員 別表第４に掲げる職員の区分及び自転車

等の片道の使用距離の区分に応じて同表に掲げる額に支給対象期間内で

通勤手当が支給される月の数（以下「支給月数」という。）を乗じて得

た額 

(３) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等

を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機

関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して通勤手当規則

で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額（その

額を支給月数で除して得た額が15万円を超えるときは、15万円に当該支

給月数を乗じて得た額）、第１号に掲げる額又は前号に掲げる額 

(３) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等

を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機

関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して通勤手当規則

で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額

、運賃等相当額又は前号に掲げる額 

３ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤の実情に変更

を生ずることとなった職員で通勤手当規則で定めるもののうち、当該異動

又は公署の移転の直前の住居（当該住居に相当するものとして通勤手当規

則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列

車その他の交通機関等 でその利用が通

勤手当規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するもの

であると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等（その利用

に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する

額を減じて得た額をいう。以下同じ。）を負担することを常例とするもの

の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、通勤手当規則で定めるとこ

ろにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等相当額

（その額を支給月数で除して得た額が15万円を超えるときは、15万円に当

３ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤の実情に変更

を生ずることとなった職員で通勤手当規則で定めるもののうち、当該異動

又は公署の移転の直前の住居（当該住居に相当するものとして通勤手当規

則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列

車その他の交通機関等（以下「新幹線鉄道等」という。）でその利用が通

勤手当規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するもの

であると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等（その利用

に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する

額を減じて得た額をいう。以下同じ。）を負担することを常例とするもの

の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、通勤手当規則で定めるとこ

ろにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額に

相当する額（以下「特別料金等相当額」という。）及び同項の規定による
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改正前 改正後 

該支給月数を乗じて得た額）及び同項の規定による額の合計額とする。 額の合計額とする。 

４ 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上

必要があると認められるものとして通勤手当規則で定める職員の通勤手当

の額の算出について準用する。 

４ 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第

１項第１号又は第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に

相当するものとして通勤手当規則で定める住居を含む。)からの通勤のた

め、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを

常例とするもの(任用の事情等を考慮して通勤手当規則で定める職員に限

る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要が

あると認められるものとして通勤手当規則で定める職員の通勤手当の額の

算出について準用する。 

（新設） ５ 運賃等相当額（交通機関等が２以上ある場合においては、その合計額）、

第２項第２号に定める額及び特別料金等相当額（新幹線鉄道等が２以上あ

る場合においては、その合計額）をそれぞれ支給月数で除して得た額の合

計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前３項の規定にかかわらず、

15万円に支給月数を乗じて得た額とする。 

５ 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の通勤手当規則で定める

事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が

生じた後の期間を考慮して通勤手当規則で定める額を返納させるものとす

る。 

６ 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の通勤手当規則で定める

事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が

生じた後の期間を考慮して通勤手当規則で定める額を返納させるものとす

る。 

（新設） ７ 通勤手当規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得るものとす

る。 

６ 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定そ

の他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、任命権者が定める。 

８ 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定そ

の他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、任命権者が定める。 

（管理職員特別勤務手当） （管理職員特別勤務手当） 

第24条の２ 第10条第１項の規定に基づき指定する職員が臨時又は緊急の必

要その他公務の運営の必要により週休日又は休日（次項において「週休日

等」という。）に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当

を支給する。ただし、勤務時間条例第12条第１項の規定により、任命権者

が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、管理職員特別勤

第24条の２ 第10条第１項の規定に基づき指定する職員が臨時又は緊急の必

要その他公務の運営の必要により週休日又は休日（次項において「週休日

等」という。）に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手

当を支給する。ただし、勤務時間条例第12条第１項の規定により、任命権

者が代休日を指定し当該代休日に勤務をしなかった場合には、管理職員特
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改正前 改正後 

務手当は支給しない。 別勤務手当は支給しない。 

２ 前項本文に規定する場合のほか、第10条第１項の規定に基づき指定する

職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日

の午前零時から午前５時までの間 であつて正規の

勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務

手当を支給する。 

２ 前項本文に規定する場合のほか、第10条第１項の規定に基づき指定する

職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日

の午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を除く。）であって正規の

勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤

務手当を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める額  

 

とする。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める額（前２項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事

委員会の承認を得て規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を

乗じて得た額）とする。 

(１) 第１項本文に規定する場合 同項本文の規定による勤務１回につ

き、１万2,000円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て規則

で定める額（当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会の承認を

得て規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額） 

(１) 第１項本文に規定する場合 同項本文の規定による勤務１回につ

き、１万2,000円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て規則

で定める額 

(２) 省略 (２) 現行のとおり

４ 省略 ４ 現行のとおり 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（特定の職務の級の切替え） 

２ この条例による改正後の足立区職員の給与に関する条例（以下「改正後

の条例」という。）別表第１イに掲げる行政職給料表（二）の適用につい

て、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日においてその

者の属していた職務の級（以下「旧級」という。）が付則別表第１の旧級

欄に掲げる職務の級であった職員の施行日における職務の級（以下「新級」

という。）は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。 

（号給の切替え） 

３ 施行日の前日において足立区職員の給与に関する条例別表第１アに掲げ
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改正前 改正後 

る行政職給料表（一）、同表イに掲げる行政職給料表（二）、別表第２イ

に掲げる医療職給料表（二）及び同表ウに掲げる医療職給料表（三）の適

用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が

付則別表第２に掲げられている職務の級であったものの施行日における号

給（次項及び同表において「新号給」という。）は、施行日の前日におい

てその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給

（同表において「旧号給」という。）に応じて同表に定める号給とする。 

 （施行日前の異動者の号給の調整） 

 ４ 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び特別区人事委員会

（以下「人事委員会」という。）の定めるこれに準ずるものをした職員の

新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるもの

をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委

員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

 （復職等の日における号給調整の特例） 

 ５ 施行日の前日から引き続き休職中等（初任給、昇格及び昇給等に関する

規則（昭和５３年特別区人事委員会規則第１８号）第３３条の規定による

休職中、結核休養中、自己啓発等休業中、配偶者同行休業中、育児休業中、

外国派遣中、公益的法人等派遣中又は停職中をいう。以下同じ。）の者のう

ち、次に掲げる職員の施行日後の復職した日、職務に復帰した日、休養の

終了した日の翌日又は再び勤務するに至った日（以下「復職等の日」とい

う。）における号給は、施行日に復職等をしていたならば決定されていた号

給に調整する。 

 (１) 休職中等の期間の初日から施行日の前日までの間に初任給、昇格及

び昇給等に関する規則第２条第４号に規定する昇給日がある職員 

 (２) 復職等の日に昇格する職員（施行日の前日においてこの条例による 

改正前の足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成 30 

年足立区条例第 24号）付則第５項から第７項までに規定する差額に相当

する額を加算した額を受ける職員に限る。） 

 （施行日と同日に昇格等をする場合の号給決定） 

 ６ 施行日と同日に昇格、降格、昇給、降給又は転職等をする場合の号給決

定は、付則別表第２による切替えを行った後の号給を基礎として行うもの
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とする。 

（他の特別区及び特別区の一部事務組合から採用される職員に対する規定

の準用） 

７ 施行日の前日に人事交流により他の特別区及び特別区の一部事務組合を

退職し、施行日から採用される職員の初任給決定については、付則第２項

から前項まで並びに付則別表第１及び付則別表第２の規定を準用する。 

（委任） 

８ 付則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必

要な事項は、人事委員会が定める。 

付則別表第１（付則第２項、付則第７項関係） 

職務の級の切替表 

旧級 新級 

１級 １級 

２級 ２級 

３級 ３級 

４級 ４級 

付則別表第２（付則第３項、付則第６項、付則第７項関係） 

号給の切替表 

ア 行政職給料表（一）の適用を受ける職員の新号給

職務の級 

旧号給 

５級 ６級 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 
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5 1 1 

6 1 1 

7 1 1 

8 1 1 

9 1 1 

10 1 1 

11 1 1 

12 1 1 

13 1 1 

14 1 1 

15 1 1 

16 1 1 

17 1 1 

18 1 1 

19 1 1 

20 1 1 

21 1 1 

22 1 1 

23 1 1 

24 1 1 

25 1 1 

26 1 1 

27 1 1 

28 1 1 

29 1 1 

30 1 1 

31 1 1 

32 1 1 

33 1 1 

34 2 1 
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35 3 1 

36 4 1 

37 5 1 

38 6 1 

39 7 1 

40 8 1 

41 9 2 

42 10 2 

43 11 2 

44 12 2 

45 13 2 

46 14 2 

47 15 3 

48 16 3 

49 17 3 

50 18 3 

51 19 3 

52 20 3 

53 21 3 

54 22 4 

55 23 4 

56 24 4 

57 25 4 

58 26 4 

59 27 4 

60 28 4 

61 29 4 

62 30 5 

63 31 5 

64 32 5 
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65 33 5 

66 34 5 

67 35 5 

68 36 5 

69 37 5 

70 38 5 

71 39 5 

72 40 5 

73 41 6 

74 42 6 

75 43 6 

76 44 6 

77 45 6 

78 46 6 

79 47 6 

80 48 6 

81 49 6 

82 50 6 

83 51 6 

84 52 7 

85 53 7 

86 54 7 

87 55 7 

88 56 7 

89 57 7 

90 58  

91 59  

92 60  

93 61  

94 62  
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95 63 

96 64 

97 65 

98 66 

99 67 

100 68 

101 69 

102 70 

103 71 

104 72 

105 73 

106 74 

107 75 

108 76 

109 77 

イ 行政職給料表（二）の適用を受ける職員の新号給

職務の級 

旧号給 

１級 ２級 ３級 ４級 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 4 2 1 1 

5 5 2 1 1 

6 7 3 1 1 

7 7 4 1 1 

8 8 5 1 1 

9 9 6 1 1 
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10 9 7 1 1 

11 11 8 1 1 

12 12 9 1 1 

13 13 10 1 1 

14 13 11 1 1 

15 15 12 2 1 

16 16 13 3 1 

17 16 14 3 1 

18 16 15 4 1 

19 17 16 5 1 

20 18 17 5 1 

21 19 17 6 1 

22 20 18 7 1 

23 21 18 8 1 

24 22 19 9 1 

25 23 19 9 1 

26 24 20 10 1 

27 25 21 13 1 

28 26 22 17 2 

29 27 23 17 2 

30 28 24 18 3 

31 29 24 18 4 

32 30 25 19 5 

33 31 27 19 5 

34 32 29 20 6 

35 33 31 20 7 

36 34 33 21 8 

37 35 33 22 9 

38 36 34 23 9 

39 37 34 24 10 
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40 38 35 25 11 

41 39 35 26 12 

42 40 36 27 13 

43 41 36 28 15 

44 42 37 29 17 

45 43 38 30 17 

46 44 39 31 18 

47 45 40 32 18 

48 46 41 33 19 

49 47 42 35 20 

50 48 43 37 21 

51 49 44 38 21 

52 50 45 40 22 

53 50 46 41 24 

54 51 47 43 25 

55 51 48 44 25 

56 52 48 45 27 

57 52 50 45 28 

58 53 51 46 28 

59 53 52 48 29 

60 54 53 49 29 

61 54 54 51 30 

62 55 55 52 32 

63 56 56 53 33 

64 57 57 54 33 

65 58 58 54 33 

66 59 58 55 34 

67 60 59 56 34 

68 61 60 57 34 

69 62 61 58 35 
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70 63 62 59 36 

71 64 63 60 36 

72 65 64 61 37 

73 66 64 61 37 

74 67 65 61 38 

75 68 66 62 38 

76 69 67 62 39 

77 70 68 62 39 

78 71 69 63 40 

79 72 69 63 40 

80 73 70 64 41 

81 74 71 64 41 

82 75 71 65 41 

83 76 71 65 41 

84 77 72 66 42 

85 78 72 67 42 

86 79 72 68 42 

87 80 73 68 43 

88 81 73 69 43 

89 82 73 69 43 

90 83 74 70 44 

91 84 74 71 44 

92 85 74 71 44 

93 86 75 72 45 

94 87 75 72 45 

95 88 75 73 45 

96 89 76 74 46 

97 90 77 75 46 

98 91 77 75 46 

99 92 78 76 46 
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100 93 79 77 47 

101 94 80 77 47 

102 95 80 78 47 

103 96 81 79 47 

104 97 82 79 48 

105 98 83 80 48 

106 99 84 81 48 

107 100 85 81 48 

108 101 86 82 49 

109 102 87 83 49 

110 103 88 83 49 

111 104 88 84 50 

112 105 89 85 50 

113 105 90 86 50 

114 106 91 86 51 

115 107 91 87 51 

116 108 92 88 51 

117 109 93 89 52 

118 110 94 90 52 

119 110 94 91 52 

120 111 95 92 53 

121 112 96 93 55 

122 112 97 94  

123 113 97 95  

124 113 98 96  

125 114 99 98  

126 114 99 99  

127 115 100 100  

128 115 101 102  

129 116 101 103  
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130 116 102 104  

131 116 103 106  

132 117 103 107  

133 117 104 108  

134 118 104 110  

135 118 105 111  

136 118 105 112  

137 119 105 114  

138 119 106 115  

139 120 106 116  

140 120 106 118  

141 121 107 119  

142 121 107 120  

143 122 107 122  

144 122 108 123  

145 123 108 124  

146 123 108 126  

147 123 109 127  

148 124 109 128  

149 124 109 130  

150 124  131  

151 125  132  

152 125  134  

153 126  135  

154 126  136  

155 126  137  

156 127  138  

157 127  139  

158 128    

159 128    
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160 129    

161 129    

162 129    

163 130    

164 130    

165 131    
 

 ウ 医療職給料表（二）の適用を受ける職員の新号給 

 
職務の級 

 

旧号給 

５級 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

16 1 

17 1 

18 1 
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19 1 

20 1 

21 1 

22 1 

23 1 

24 1 

25 1 

26 1 

27 1 

28 1 

29 1 

30 1 

31 1 

32 1 

33 1 

34 2 

35 3 

36 4 

37 5 

38 6 

39 7 

40 8 

41 9 

42 10 

43 11 

44 12 

45 13 

46 14 

47 15 

48 16 
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49 17 

50 18 

51 19 

52 20 

53 21 

54 22 

55 23 

56 24 

57 25 

58 26 

59 27 

60 28 

61 29 

62 30 

63 31 

64 32 

65 33 

66 34 

67 35 

68 36 

69 37 

70 38 

71 39 

72 40 

73 41 

74 42 

75 43 

76 44 

77 45 

78 46 
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79 47 

80 48 

81 49 

82 50 

83 51 

84 52 

85 53 

86 54 

87 55 

88 56 

89 57 

90 58 

91 59 

92 60 

93 61 

94 62 

95 63 

96 64 

97 65 

98 66 

99 67 

100 68 

101 69 

102 70 

103 71 

104 72 

105 73 

106 74 

107 75 

108 76 

57



改正前 改正後 

109 77 

エ 医療職給料表（三）の適用を受ける職員の新号給

職務の級 

旧号給 
５級 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

16 1 

17 1 

18 1 

19 1 

20 1 

21 1 

22 1 

23 1 
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24 1 

25 1 

26 1 

27 1 

28 1 

29 1 

30 1 

31 1 

32 1 

33 1 

34 2 

35 3 

36 4 

37 5 

38 6 

39 7 

40 8 

41 9 

42 10 

43 11 

44 12 

45 13 

46 14 

47 15 

48 16 

49 17 

50 18 

51 19 

52 20 

53 21 
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54 22 

55 23 

56 24 

57 25 

58 26 

59 27 

60 28 

61 29 

62 30 

63 31 

64 32 

65 33 

66 34 

67 35 

68 36 

69 37 

70 38 

71 39 

72 40 

73 41 

74 42 

75 43 

76 44 

77 45 

78 46 

79 47 

80 48 

81 49 

82 50 

83 51 
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84 52 

85 53 

86 54 

87 55 

88 56 

89 57 

90 58 

91 59 

92 60 

93 61 

94 62 

95 63 

96 64 

97 65 

98 66 

99 67 

100 68 

101 69 

102 70 

103 71 

104 72 

105 73 

106 74 

107 75 

108 76 

109 77 
 

  （足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

 ９ 足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年足立

区条例第２４号）の一部を次のように改める。 

  別紙 新旧対照表参照 
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別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

ア 行政職給料表（一） ア 行政職給料表（一） 

 職員

の区

分 

職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

  職員

の区

分 

職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

 

 号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額   号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額  

 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

 円 円 円 円 円 円   

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

 円 円 円 円 円 円  

 １ 196,600 245,300 268,800 292,300 320,000 396,500   １ 196,600 245,300 268,800 292,300 396,800 497,700  

 ２ 197,500 246,200 270,200 294,200 322,200 399,100   ２ 197,500 246,200 270,200 294,200 399,300 506,200  

 ３ 198,400 247,100 271,600 296,100 324,400 401,700   ３ 198,400 247,100 271,600 296,100 401,500 513,900  

 ４ 199,300 248,100 273,000 298,000 326,600 404,300   ４ 199,300 248,100 273,000 298,000 403,800 520,400  

 ５ 200,300 249,100 274,500 300,000 328,900 407,000   ５ 200,300 249,100 274,500 300,000 406,100 526,500  

 ６ 201,300 250,200 276,100 301,900 331,100 409,700   ６ 201,300 250,200 276,100 301,900 408,400 532,000  

 ７ 202,200 251,300 277,700 303,800 333,400 412,400   ７ 202,200 251,300 277,700 303,800 410,700 536,900  

 ８ 203,100 252,400 279,300 305,800 335,700 415,200   ８ 203,100 252,400 279,300 305,800 412,900 539,400  

 ９ 204,000 253,600 281,000 307,800 338,000 418,000   ９ 204,000 253,600 281,000 307,800 415,000 541,400  

 10 205,000 254,800 282,700 309,700 340,400 420,800   10 205,000 254,800 282,700 309,700 417,300   

 11 206,100 256,000 284,500 311,700 342,700 423,600   11 206,100 256,000 284,500 311,700 419,400   

 12 207,100 257,200 286,300 313,700 345,100 426,400   12 207,100 257,200 286,300 313,700 421,500   

 13 208,100 258,400 288,100 315,700 347,400 429,200   13 208,100 258,400 288,100 315,700 423,600   

 14 209,300 259,700 289,900 317,700 349,800 432,000   14 209,300 259,700 289,900 317,700 425,500   

 15 210,500 261,000 291,700 319,700 352,100 434,800   15 210,500 261,000 291,700 319,700 427,400   

 16 211,700 262,300 293,600 321,700 354,500 437,600   16 211,700 262,300 293,600 321,700 429,200   

 17 213,000 263,700 295,500 323,600 356,800 440,500   17 213,000 263,700 295,500 323,600 431,000   

 18 214,400 265,100 297,300 325,500 359,200 443,400   18 214,400 265,100 297,300 325,500 432,600   

 19 216,000 266,500 299,200 327,500 361,600 446,300   19 216,000 266,500 299,200 327,500 434,100   

 20 217,600 267,900 301,100 329,500 363,900 449,200   20 217,600 267,900 301,100 329,500 435,400   
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 21 219,200 269,400 303,000 331,500 366,200 452,100   21 219,200 269,400 303,000 331,500 436,700   

 22 220,800 270,900 304,800 333,500 368,700 455,100   22 220,800 270,900 304,800 333,500 438,100   

 23 222,400 272,400 306,700 335,400 371,100 458,200   23 222,400 272,400 306,700 335,400 439,300   

 24 224,000 273,900 308,600 337,400 373,500 461,200   24 224,000 273,900 308,600 337,400 440,300   

 25 225,600 275,400 310,500 339,400 375,800 464,200   25 225,600 275,400 310,500 339,400 441,400   

 26 227,300 276,900 312,800 341,800 378,200 466,900   26 227,300 276,900 312,800 341,800 442,500   

 27 229,000 278,400 315,200 344,300 380,600 469,700   27 229,000 278,400 315,200 344,300 443,500   

 28 230,700 279,900 317,600 346,800 383,000 472,400   28 230,700 279,900 317,600 346,800 444,400   

 29 232,000 281,500 320,000 349,300 385,600 475,000   29 232,000 281,500 320,000 349,300 445,200   

 30 232,900 283,600 321,900 351,400 388,400 477,600   30 232,900 283,600 321,900 351,400 446,000   

 31 233,600 285,700 323,700 353,500 391,200 480,100   31 233,600 285,700 323,700 353,500 446,800   

 32 234,300 287,800 325,500 355,500 394,000 482,500   32 234,300 287,800 325,500 355,500 447,600   

 33 235,000 290,000 327,300 357,500 396,800 484,700   33 235,000 290,000 327,300 357,500 448,300   

 34 235,800 291,400 329,100 359,500 399,300 486,800   34 235,800 291,400 329,100 359,500 449,000   

 35 236,600 292,800 330,800 361,500 401,500 488,800   35 236,600 292,800 330,800 361,500 449,800   

 36 237,500 294,200 332,500 363,500 403,800 490,900   36 237,500 294,200 332,500 363,500 450,500   

 37 238,400 295,700 334,200 365,500 406,100 492,800   37 238,400 295,700 334,200 365,500 451,100   

 38 239,300 297,100 336,000 367,500 408,400 494,500   38 239,300 297,100 336,000 367,500 451,800   

 39 240,300 298,500 337,700 369,500 410,700 496,100   39 240,300 298,500 337,700 369,500 452,400   

 40 241,200 299,900 339,400 371,400 412,900 497,700   40 241,200 299,900 339,400 371,400 453,000   

 41 242,300 301,200 341,100 373,300 415,000 499,200   41 242,300 301,200 341,100 373,300 453,500   

 42 243,400 302,500 342,800 375,200 417,300 500,700   42 243,400 302,500 342,800 375,200 454,000   

 43 244,600 303,800 344,500 377,100 419,400 502,100   43 244,600 303,800 344,500 377,100 454,500   

 44 245,800 305,100 346,200 378,900 421,500 503,500   44 245,800 305,100 346,200 378,900 455,100   

 45 247,100 306,400 347,800 380,700 423,600 504,800   45 247,100 306,400 347,800 380,700 455,700   

 46 248,200 307,600 349,400 382,500 425,500 506,200   46 248,200 307,600 349,400 382,500 456,300   

 47 249,300 308,900 351,000 384,300 427,400 507,400   47 249,300 308,900 351,000 384,300 456,900   
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 48 250,500 310,100 352,700 386,100 429,200 508,600   48 250,500 310,100 352,700 386,100 457,300   

 49 251,800 311,400 354,400 387,900 431,000 509,700   49 251,800 311,400 354,400 387,900 457,800   

 50 252,900 312,700 356,000 389,700 432,600 510,900   50 252,900 312,700 356,000 389,700 458,300   

 51 254,000 313,900 357,600 391,600 434,100 511,900   51 254,000 313,900 357,600 391,600 458,800   

 52 255,200 315,100 359,200 393,300 435,400 512,900   52 255,200 315,100 359,200 393,300 459,300   

 53 256,400 316,300 360,900 395,000 436,700 513,900   53 256,400 316,300 360,900 395,000 459,800   

 54 257,500 317,500 362,500 396,700 438,100 514,800   54 257,500 317,500 362,500 396,700 460,300   

 55 258,600 318,700 364,200 398,400 439,300 515,700   55 258,600 318,700 364,200 398,400 460,700   

 56 259,800 319,900 365,800 399,900 440,300 516,600   56 259,800 319,900 365,800 399,900 461,200   

 57 261,000 321,100 367,300 401,400 441,400 517,400   57 261,000 321,100 367,300 401,400 461,700   

 58 262,100 322,300 368,900 402,900 442,500 518,200   58 262,100 322,300 368,900 402,900 462,200   

 59 263,200 323,400 370,400 404,400 443,500 519,000   59 263,200 323,400 370,400 404,400 462,700   

 60 264,300 324,600 371,900 405,900 444,400 519,700   60 264,300 324,600 371,900 405,900 463,200   

 61 265,400 325,800 373,500 407,300 445,200 520,400   61 265,400 325,800 373,500 407,300 463,600   

 62 266,500 327,000 375,100 408,600 446,000 521,100   62 266,500 327,000 375,100 408,600 464,100   

 63 267,600 328,200 376,600 409,900 446,800 521,700   63 267,600 328,200 376,600 409,900 464,600   

 64 268,700 329,400 378,100 411,100 447,600 522,300   64 268,700 329,400 378,100 411,100 465,100   

 65 269,800 330,500 379,600 412,200 448,300 522,900   65 269,800 330,500 379,600 412,200 465,600   

 66 270,900 331,700 381,100 413,200 449,000 523,500   66 270,900 331,700 381,100 413,200 466,100   

 67 272,000 332,900 382,600 414,200 449,800 524,000   67 272,000 332,900 382,600 414,200 466,600   

 68 273,100 334,100 384,000 415,200 450,500 524,500   68 273,100 334,100 384,000 415,200 467,100   

 69 274,200 335,200 385,400 416,200 451,100 525,000   69 274,200 335,200 385,400 416,200 467,600   

 70 275,300 336,400 386,700 417,000 451,800 525,500   70 275,300 336,400 386,700 417,000 468,100   

 71 276,400 337,600 388,000 417,900 452,400 526,000   71 276,400 337,600 388,000 417,900 468,600   

 72 277,500 338,700 389,200 418,700 453,000 526,500   72 277,500 338,700 389,200 418,700 469,100   

 73 278,600 339,900 390,300 419,500 453,500 527,000   73 278,600 339,900 390,300 419,500 469,600   

 74 279,700 341,000 391,300 420,200 454,000 527,500   74 279,700 341,000 391,300 420,200 470,100   

64



改正前 改正後 

75 280,800 342,100 392,300 420,900 454,500 528,000 75 280,800 342,100 392,300 420,900 470,600 

76 281,900 343,100 393,200 421,600 455,100 528,500 76 281,900 343,100 393,200 421,600 471,100 

77 283,000 344,100 394,200 422,300 455,700 529,000 77 283,000 344,100 394,200 422,300 471,600 

78 284,100 345,100 395,100 422,900 456,300 529,500 78 284,100 345,100 395,100 422,900 

79 285,200 346,000 396,000 423,600 456,900 530,000 79 285,200 346,000 396,000 423,600 

80 286,300 346,900 396,700 424,200 457,300 530,500 80 286,300 346,900 396,700 424,200 

81 287,300 347,600 397,500 424,800 457,800 531,000 81 287,300 347,600 397,500 424,800 

82 288,400 348,400 398,300 425,300 458,300 531,500 82 288,400 348,400 398,300 425,300 

83 289,500 349,100 399,000 425,800 458,800 532,000 83 289,500 349,100 399,000 425,800 

84 290,500 349,800 399,600 426,300 459,300 532,500 84 290,500 349,800 399,600 426,300 

85 291,600 350,300 400,300 426,800 459,800 533,000 85 291,600 350,300 400,300 426,800 

86 292,700 350,900 400,900 427,200 460,300 533,500 86 292,700 350,900 400,900 427,200 

87 293,800 351,500 401,500 427,700 460,700 534,000 87 293,800 351,500 401,500 427,700 

88 294,800 352,000 402,000 428,200 461,200 534,500 88 294,800 352,000 402,000 428,200 

89 295,900 352,600 402,500 428,600 461,700 535,000 89 295,900 352,600 402,500 428,600 

90 297,000 353,200 403,000 429,100 462,200 90 297,000 353,200 403,000 429,100 

91 298,000 353,800 403,500 429,600 462,700 91 298,000 353,800 403,500 429,600 

92 299,100 354,300 404,000 430,000 463,200 92 299,100 354,300 404,000 430,000 

93 300,200 354,800 404,500 430,400 463,600 93 300,200 354,800 404,500 430,400 

94 301,300 355,300 405,000 430,900 464,100 94 301,300 355,300 405,000 430,900 

95 302,400 355,800 405,500 431,400 464,600 95 302,400 355,800 405,500 431,400 

96 303,400 356,300 406,000 431,800 465,100 96 303,400 356,300 406,000 431,800 

97 304,400 356,800 406,400 432,200 465,600 97 304,400 356,800 406,400 432,200 

98 305,500 357,200 406,800 432,600 466,100 98 305,500 357,200 406,800 432,600 

99 306,600 357,700 407,300 433,000 466,600 99 306,600 357,700 407,300 433,000 

100 307,700 358,200 407,800 433,400 467,100 100 307,700 358,200 407,800 433,400 

101 308,600 358,700 408,300 433,800 467,600 101 308,600 358,700 408,300 433,800 
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 102 309,600 359,100 408,800 434,200 468,100    102 309,600 359,100 408,800 434,200    

 103 310,600 359,600 409,300 434,600 468,600    103 310,600 359,600 409,300 434,600    

 104 311,500 360,100 409,700 435,000 469,100    104 311,500 360,100 409,700 435,000    

 105 312,400 360,600 410,100 435,400 469,600    105 312,400 360,600 410,100 435,400    

 106 313,300 361,000 410,500 435,800 470,100    106 313,300 361,000 410,500 435,800    

 107 314,200 361,400 410,900 436,200 470,600    107 314,200 361,400 410,900 436,200    

 108 315,100 361,800 411,300 436,600 471,100    108 315,100 361,800 411,300 436,600    

 109 315,900 362,200 411,700 437,000 471,600    109 315,900 362,200 411,700 437,000    

 110 316,700 362,600 412,100 437,400     110 316,700 362,600 412,100 437,400    

 111 317,400 363,000 412,500 437,800     111 317,400 363,000 412,500 437,800    

 112 318,100 363,400 412,900 438,200     112 318,100 363,400 412,900 438,200    

 113 318,700 363,800 413,300 438,600     113 318,700 363,800 413,300 438,600    

 114 319,400 364,200 413,700 439,000     114 319,400 364,200 413,700 439,000    

 115 320,000 364,600 414,100 439,400     115 320,000 364,600 414,100 439,400    

 116 320,600 365,000 414,500 439,800     116 320,600 365,000 414,500 439,800    

 117 321,100 365,400 414,900 440,200     117 321,100 365,400 414,900 440,200    

 118 321,600 365,800 415,300 440,600     118 321,600 365,800 415,300 440,600    

 119 322,000 366,200 415,700 441,000     119 322,000 366,200 415,700 441,000    

 120 322,400 366,600 416,100 441,400     120 322,400 366,600 416,100 441,400    

 121 322,700 367,000 416,500 441,800     121 322,700 367,000 416,500 441,800    

 122 323,100  416,900 442,200     122 323,100  416,900 442,200    

 123 323,500  417,300 442,600     123 323,500  417,300 442,600    

 124 323,900  417,700 443,000     124 323,900  417,700 443,000    

 125 324,300  418,100 443,400     125 324,300  418,100 443,400    

 126 324,600  418,500 443,800     126 324,600  418,500 443,800    

 127 325,000  418,900 444,200     127 325,000  418,900 444,200    

 128 325,400  419,300 444,600     128 325,400  419,300 444,600    
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 129 325,800  419,700 445,000     129 325,800  419,700 445,000    

 130 326,200  420,100      130 326,200  420,100     

 131 326,600  420,500      131 326,600  420,500     

 132 327,000  420,900      132 327,000  420,900     

 133 327,300  421,300      133 327,300  421,300     

 134 327,700        134 327,700       

 135 328,000        135 328,000       

 136 328,300        136 328,300       

 137 328,600        137 328,600       

 138 328,900        138 328,900       

 139 329,200        139 329,200       

 140 329,500        140 329,500       

 141 329,800        141 329,800       

 142 330,100        142 330,100       

 143 330,400        143 330,400       

 144 330,700        144 330,700       

 145 331,000        145 331,000       

 146 331,300        146 331,300       

 147 331,600        147 331,600       

 148 331,900        148 331,900       

 149 332,200        149 332,200       

 定年

前再

任用

短時

間勤

務職

 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

  定年

前再

任用

短時

間勤

務職

 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

 

 円 円 円 円 円 円   円 円 円 円 円 円  

 

209,700 246,200 286,500 306,100 331,100 401,000 

  

209,700 246,200 286,500 306,100 331,100 401,000 
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改正前 改正後 

員 員 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。た

だし、第25条に規定する職員を除く。 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。た

だし、第25条に規定する職員を除く。 

イ 行政職給料表（二） イ 行政職給料表（二） 

 職員の

区分 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級   職員の

区分 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級  

 号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額   号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額  

 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円   

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円  

 １ 178,900 238,400 254,700 262,200   １ 181,100 242,900 278,000 310,100  

 ２ 179,600 239,200 256,300 263,900   ２ 182,000 245,000 280,200 312,500  

 ３ 180,300 240,500 257,900 265,500   ３ 182,900 247,100 282,400 314,900  

 ４ 181,000 241,900 259,500 267,300   ４ 183,800 249,200 284,700 317,300  

 ５ 181,700 243,200 261,200 269,000   ５ 184,700 251,400 287,000 319,600  

 ６ 182,400 244,500 262,700 270,700   ６ 185,600 253,100 288,800 321,900  

 ７ 183,100 245,800 264,400 272,400   ７ 186,500 254,800 290,600 324,000  

 ８ 183,800 247,200 266,000 274,200   ８ 187,400 256,500 292,400 326,100  

 ９ 184,500 248,600 267,700 275,900   ９ 188,300 258,000 294,200 328,200  

 10 185,200 250,400 269,600 277,700   10 189,200 259,500 295,800 330,300  

 11 185,900 252,300 271,700 279,400   11 190,100 260,800 297,400 332,400  

 12 186,600 254,100 273,800 281,200   12 191,000 262,100 299,000 334,500  

 13 187,300 256,000 275,600 282,800   13 191,900 263,400 300,600 336,400  

 14 188,300 257,300 277,500 284,500   14 192,800 264,700 302,100 338,300  

 15 189,300 258,500 279,000 286,200   15 193,700 266,000 303,600 340,200  

 16 190,300 259,800 280,600 288,000   16 194,600 267,300 305,000 342,100  

 17 191,300 261,100 282,100 289,700   17 195,500 268,600 306,400 344,000  

 18 192,200 262,300 283,700 291,500   18 196,400 269,900 307,800 345,900  

 19 193,000 263,600 285,100 293,100   19 197,300 271,200 309,200 347,600  

 20 193,900 264,800 286,600 294,900   20 198,200 272,400 310,500 349,300  
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 21 194,900 266,000 288,100 296,700   21 199,300 273,600 311,800 351,000  

 22 195,900 267,100 289,600 298,700   22 200,400 274,800 313,100 352,700  

 23 196,700 268,300 291,100 300,900   23 201,500 276,000 314,400 354,400  

 24 197,600 269,400 292,600 303,100   24 202,600 277,200 315,600 356,100  

 25 198,500 270,600 294,000 305,300   25 203,700 278,400 316,800 357,600  

 26 199,500 271,600 295,500 307,100   26 204,800 279,600 318,000 359,100  

 27 200,500 272,800 297,000 309,000   27 205,900 280,800 319,200 360,600  

 28 201,500 273,800 298,400 310,700   28 207,000 282,000 320,400 362,100  

 29 202,500 275,000 299,800 312,500   29 208,100 283,100 321,600 363,600  

 30 203,600 276,100 301,200 314,200   30 209,200 284,200 322,700 365,100  

 31 204,800 277,200 302,600 316,000   31 210,300 285,300 323,800 366,600  

 32 206,000 278,200 304,000 317,700   32 211,400 286,400 324,900 368,100  

 33 207,100 279,300 305,500 319,400   33 212,500 287,500 325,900 369,600  

 34 208,300 280,400 306,900 321,200   34 213,600 288,600 326,900 371,100  

 35 209,900 281,400 308,300 322,900   35 214,700 289,700 327,900 372,600  

 36 211,400 282,500 309,600 324,600   36 215,800 290,800 328,900 374,100  

 37 212,600 283,500 311,100 326,300   37 216,900 291,900 329,900 375,600  

 38 213,500 284,600 312,500 327,900   38 218,000 293,000 330,900 376,900  

 39 214,100 285,600 313,900 329,600   39 219,100 294,000 331,900 378,200  

 40 214,700 286,600 315,300 331,200   40 220,200 295,000 332,800 379,500  

 41 215,400 287,700 316,600 332,700   41 221,300 296,000 333,700 380,800  

 42 216,100 288,700 318,000 334,300   42 222,400 297,000 334,600 382,100  

 43 216,800 289,800 319,300 335,900   43 223,500 298,000 335,500 383,400  

 44 217,700 290,900 320,600 337,500   44 224,600 299,000 336,300 384,700  

 45 218,500 292,000 322,000 339,000   45 225,700 300,000 337,100 386,000  

 46 219,300 292,900 323,300 340,600   46 226,800 301,000 337,900 387,100  

 47 220,200 294,000 324,600 342,300   47 227,900 302,000 338,700 388,200  
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 48 221,100 295,000 325,900 343,700   48 229,000 303,000 339,500 389,300  

 49 222,100 296,000 327,200 345,200   49 230,100 303,900 340,300 390,300  

 50 223,100 297,000 328,500 346,700   50 231,200 304,800 341,100 391,300  

 51 224,200 298,100 329,800 348,200   51 232,300 305,700 341,900 392,300  

 52 225,300 299,100 331,000 349,500   52 233,400 306,600 342,700 393,300  

 53 226,500 300,100 332,200 350,800   53 234,400 307,500 343,400 394,300  

 54 227,500 301,100 333,300 352,100   54 235,400 308,400 344,100 395,300  

 55 228,500 302,100 334,500 353,400   55 236,400 309,300 344,800 396,300  

 56 229,600 303,000 335,500 354,800   56 237,400 310,200 345,500 397,300  

 57 230,800 303,800 336,400 356,000   57 238,400 311,100 346,200 398,300  

 58 231,800 304,700 337,300 357,100   58 239,400 312,000 346,900 399,100  

 59 232,800 305,500 338,200 358,300   59 240,400 312,700 347,500 399,900  

 60 233,900 306,300 338,900 359,300   60 241,400 313,400 348,100 400,700  

 61 235,000 306,900 339,800 360,300   61 242,400 314,100 348,700 401,500  

 62 236,000 307,600 340,600 361,100   62 243,400 314,800 349,300 402,300  

 63 237,000 308,300 341,400 362,000   63 244,400 315,500 349,900 403,100  

 64 238,100 308,900 342,000 362,900   64 245,400 316,100 350,500 403,900  

 65 239,200 309,300 342,600 363,800   65 246,400 316,700 351,100 404,500  

 66 240,200 309,800 343,300 364,500   66 247,400 317,300 351,700 405,100  

 67 241,200 310,400 343,900 365,200   67 248,400 317,900 352,300 405,700  

 68 242,200 310,800 344,500 365,900   68 249,400 318,500 352,900 406,300  

 69 243,200 311,300 345,100 366,600   69 250,400 319,000 353,500 406,900  

 70 244,200 311,900 345,600 367,300   70 251,400 319,500 354,100 407,500  

 71 245,300 312,400 346,100 367,900   71 252,400 320,000 354,700 408,100  

 72 246,300 312,800 346,500 368,500   72 253,400 320,500 355,200 408,700  

 73 247,300 313,300 347,000 369,100   73 254,400 321,000 355,700 409,100  

 74 248,300 313,700 347,400 369,600   74 255,400 321,500 356,200 409,400  
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 75 249,300 314,200 347,800 370,200   75 256,400 322,000 356,700 409,700  

 76 250,300 314,600 348,200 370,800   76 257,400 322,500 357,200 410,000  

 77 251,300 315,100 348,700 371,300   77 258,400 323,000 357,700 410,300  

 78 252,300 315,400 349,100 371,700   78 259,400 323,500 358,200 410,600  

 79 253,300 315,800 349,500 372,100   79 260,400 324,000 358,700 410,900  

 80 254,300 316,300 350,000 372,600   80 261,400 324,500 359,200 411,200  

 81 255,300 316,700 350,300 373,000   81 262,400 325,000 359,700 411,500  

 82 256,300 317,100 350,700 373,400   82 263,400 325,500 360,200 411,800  

 83 257,400 317,500 351,100 373,800   83 264,400 325,900 360,700 412,100  

 84 258,400 318,000 351,500 374,200   84 265,400 326,300 361,200 412,400  

 85 259,400 318,400 352,000 374,600   85 266,400 326,700 361,700 412,700  

 86 260,400 318,800 352,400 375,000   86 267,400 327,100 362,100 413,000  

 87 261,400 319,100 352,800 375,500   87 268,400 327,500 362,500 413,300  

 88 262,400 319,500 353,200 375,800   88 269,400 327,900 362,900 413,600  

 89 263,300 319,800 353,500 376,200   89 270,400 328,300 363,300 413,900  

 90 264,300 320,200 353,900 376,600   90 271,400 328,700 363,700 414,200  

 91 265,300 320,500 354,200 377,000   91 272,400 329,100 364,100 414,500  

 92 266,200 320,900 354,500 377,400   92 273,400 329,500 364,500 414,800  

 93 267,300 321,200 354,900 377,700   93 274,400 329,900 364,900 415,100  

 94 268,300 321,600 355,200 378,100   94 275,400 330,300 365,300 415,400  

 95 269,300 321,900 355,600 378,400   95 276,400 330,700 365,700   

 96 270,200 322,300 355,900 378,800   96 277,400 331,000 366,000   

 97 271,200 322,600 356,300 379,100   97 278,400 331,300 366,300   

 98 272,200 323,000 356,600 379,500   98 279,400 331,600 366,600   

 99 273,100 323,400 357,000 379,800   99 280,400 331,900 366,900   

 100 274,100 323,700 357,300 380,200   100 281,400 332,200 367,200   

 101 275,100 324,100 357,600 380,500   101 282,400 332,500 367,500   
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 102 276,100 324,500 358,000 380,900   102 283,400 332,800 367,800   

 103 277,100 324,900 358,300 381,200   103 284,400 333,100 368,100   

 104 278,100 325,300 358,700 381,600   104 285,400 333,400 368,400   

 105 279,000 325,700 359,000 381,900   105 286,400 333,700 368,700   

 106 280,000 326,100 359,400 382,300   106 287,400 334,000 369,000   

 107 281,000 326,500 359,700 382,600   107 288,400 334,300 369,300   

 108 282,000 326,900 360,100 383,000   108 289,300 334,600 369,600   

 109 282,800 327,300 360,400 383,300   109 290,200 334,900 369,900   

 110 283,700 327,600 360,700 383,700   110 291,100 335,100 370,200   

 111 284,700 327,900 361,100 384,000   111 292,000 335,300 370,500   

 112 285,500 328,200 361,400 384,400   112 292,900 335,500 370,800   

 113 286,300 328,500 361,800 384,700   113 293,800 335,700 371,100   

 114 287,100 328,800 362,100 385,100   114 294,700 335,900 371,400   

 115 288,000 329,100 362,500 385,400   115 295,600 336,100 371,700   

 116 288,800 329,400 362,800 385,800   116 296,500 336,300 372,000   

 117 289,500 329,700 363,200 386,100   117 297,400 336,500 372,300   

 118 290,300 330,000 363,600 386,500   118 298,300 336,700 372,600   

 119 290,900 330,300 364,000 386,800   119 299,000 336,900 372,900   

 120 291,500 330,600 364,400 387,200   120 299,700 337,100 373,200   

 121 292,100 330,900 364,800 387,500   121 300,400 337,300 373,500   

 122 292,700 331,100 365,200    122 301,100 337,500 373,800   

 123 293,300 331,300 365,600    123 301,800 337,700 374,100   

 124 293,800 331,500 366,000    124 302,500 337,900 374,400   

 125 294,300 331,700 366,400    125 303,200 338,100 374,700   

 126 294,700 331,900 366,800    126 303,900 338,300 375,000   

 127 295,100 332,100 367,200    127 304,600 338,500 375,300   

 128 295,500 332,300 367,600    128 305,300 338,700 375,600   
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129 295,800 332,500 368,000 129 306,000 338,900 375,900 

130 296,100 332,700 368,400 130 306,600 339,100 376,200 

131 296,500 332,900 368,800 131 307,200 339,300 376,500 

132 296,900 333,100 369,200 132 307,800 339,500 376,800 

133 297,200 333,300 369,600 133 308,400 339,700 377,100 

134 297,500 333,400 370,000 134 309,000 339,900 377,400 

135 297,900 333,500 370,400 135 309,600 340,100 377,700 

136 298,200 333,600 370,800 136 310,200 340,300 378,000 

137 298,600 333,700 371,200 137 310,800 340,500 378,300 

138 299,000 333,800 371,600 138 311,400 340,700 378,600 

139 299,300 333,900 372,000 139 312,000 340,900 378,900 

140 299,700 334,000 372,400 140 312,400 341,100 379,200 

141 300,000 334,100 372,800 141 312,800 341,300 379,500 

142 300,300 334,200 373,200 142 313,200 341,500 379,800 

143 300,600 334,300 373,600 143 313,600 341,700 380,100 

144 300,900 334,400 374,000 144 314,000 341,900 

145 301,200 334,500 374,400 145 314,400 342,100 

146 301,400 334,600 374,800 146 314,800 

147 301,700 334,700 375,200 147 315,200 

148 302,000 334,800 375,600 148 315,600 

149 302,300 334,900 376,000 149 316,000 

150 302,500 376,400 150 316,400 

151 302,800 376,800 151 316,800 

152 303,100 377,200 152 317,200 

153 303,400 377,600 153 317,600 

154 303,600 377,900 154 318,000 

155 303,900 378,200 155 318,300 
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 156 304,200  378,500    156 318,600     

 157 304,500  378,800    157 318,900     

 158 304,800      158 319,200     

 159 305,100      159 319,500     

 160 305,400      160 319,800     

 161 305,700      161 320,100     

 162 306,000      162 320,400     

 163 306,300      163 320,700     

 164 306,600      164 321,000     

 165 306,900      165 321,300     

 定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 

基準給料月

額 

基準給料月

額 

基準給料月

額 

基準給料月

額 

  定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 

基準給料月

額 

基準給料月

額 

基準給料月

額 

基準給料月

額 

 

 円 円 円 円   円 円 円 円  

 
224,600 235,900 257,800 290,200 

  
224,600 235,900 257,800 290,200 

 

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに

準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。 

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに

準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

ア 医療職給料表（一） 省略 ア 医療職給料表（一） 現行のとおり 

イ 医療職給料表（二） イ 医療職給料表（二） 

 
職員の

区分 

職務の

級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

  
職員の

区分 

職務の

級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

 

 号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額   号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額  

 定年前

再任用

短時間

勤務職

 円 円 円 円 円   定年前

再任用

短時間

勤務職

 円 円 円 円 円  

 １ 197,300 246,700 269,300 292,800 320,000   １ 197,300 246,700 269,300 292,800 396,800  

 ２ 198,300 247,600 270,700 294,500 322,200   ２ 198,300 247,600 270,700 294,500 399,300  

 ３ 199,300 248,500 272,100 296,300 324,400   ３ 199,300 248,500 272,100 296,300 401,500  
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 員以外

の職員 

４ 200,200 249,500 273,500 298,100 326,600   員以外

の職員 

４ 200,200 249,500 273,500 298,100 403,800  

 ５ 201,200 250,500 275,000 300,100 328,900   ５ 201,200 250,500 275,000 300,100 406,100  

 ６ 202,300 251,500 276,600 302,000 331,100   ６ 202,300 251,500 276,600 302,000 408,400  

 ７ 203,300 252,500 278,200 303,900 333,400   ７ 203,300 252,500 278,200 303,900 410,700  

 ８ 204,300 253,500 279,800 305,900 335,700   ８ 204,300 253,500 279,800 305,900 412,900  

 ９ 205,300 254,500 281,500 307,900 338,000   ９ 205,300 254,500 281,500 307,900 415,000  

 10 206,500 255,600 283,200 309,800 340,400   10 206,500 255,600 283,200 309,800 417,300  

 11 207,700 256,700 285,000 311,800 342,700   11 207,700 256,700 285,000 311,800 419,400  

 12 208,800 257,800 286,700 313,800 345,100   12 208,800 257,800 286,700 313,800 421,500  

 13 209,900 258,900 288,400 315,800 347,400   13 209,900 258,900 288,400 315,800 423,600  

 14 211,100 260,100 290,100 317,800 349,800   14 211,100 260,100 290,100 317,800 425,500  

 15 212,300 261,400 291,900 319,800 352,100   15 212,300 261,400 291,900 319,800 427,400  

 16 213,600 262,700 293,800 321,800 354,500   16 213,600 262,700 293,800 321,800 429,200  

 17 215,000 264,100 295,700 323,700 356,800   17 215,000 264,100 295,700 323,700 431,000  

 18 216,500 265,500 297,500 325,600 359,200   18 216,500 265,500 297,500 325,600 432,600  

 19 218,100 266,900 299,400 327,600 361,600   19 218,100 266,900 299,400 327,600 434,100  

 20 219,700 268,300 301,300 329,600 363,900   20 219,700 268,300 301,300 329,600 435,400  

 21 221,300 269,800 303,200 331,600 366,200   21 221,300 269,800 303,200 331,600 436,700  

 22 222,800 271,300 305,000 333,600 368,700   22 222,800 271,300 305,000 333,600 438,100  

 23 224,300 272,800 306,900 335,500 371,100   23 224,300 272,800 306,900 335,500 439,300  

 24 225,800 274,300 308,800 337,500 373,500   24 225,800 274,300 308,800 337,500 440,300  

 25 227,200 275,800 310,700 339,500 375,800   25 227,200 275,800 310,700 339,500 441,400  

 26 228,700 277,300 313,000 341,900 378,200   26 228,700 277,300 313,000 341,900 442,500  

 27 230,200 278,800 315,400 344,400 380,600   27 230,200 278,800 315,400 344,400 443,500  

 28 231,800 280,300 317,800 346,900 383,000   28 231,800 280,300 317,800 346,900 444,400  

 29 233,100 281,900 320,200 349,400 385,600   29 233,100 281,900 320,200 349,400 445,200  

 30 234,000 284,000 322,000 351,500 388,400   30 234,000 284,000 322,000 351,500 446,000  
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 31 234,800 286,100 323,700 353,600 391,200   31 234,800 286,100 323,700 353,600 446,800  

 32 235,600 288,200 325,500 355,600 394,000   32 235,600 288,200 325,500 355,600 447,600  

 33 236,500 290,300 327,400 357,600 396,800   33 236,500 290,300 327,400 357,600 448,300  

 34 237,400 291,600 329,100 359,600 399,300   34 237,400 291,600 329,100 359,600 449,000  

 35 238,300 293,000 330,800 361,600 401,500   35 238,300 293,000 330,800 361,600 449,800  

 36 239,300 294,400 332,500 363,600 403,800   36 239,300 294,400 332,500 363,600 450,500  

 37 240,200 295,900 334,300 365,600 406,100   37 240,200 295,900 334,300 365,600 451,100  

 38 241,000 297,300 336,000 367,600 408,400   38 241,000 297,300 336,000 367,600 451,800  

 39 241,900 298,600 337,700 369,500 410,700   39 241,900 298,600 337,700 369,500 452,400  

 40 242,900 299,900 339,400 371,400 412,900   40 242,900 299,900 339,400 371,400 453,000  

 41 243,900 301,300 341,100 373,300 415,000   41 243,900 301,300 341,100 373,300 453,500  

 42 244,800 302,500 342,800 375,200 417,300   42 244,800 302,500 342,800 375,200 454,000  

 43 245,800 303,800 344,500 377,100 419,400   43 245,800 303,800 344,500 377,100 454,500  

 44 246,800 305,100 346,200 378,900 421,500   44 246,800 305,100 346,200 378,900 455,100  

 45 247,700 306,500 347,800 380,700 423,600   45 247,700 306,500 347,800 380,700 455,700  

 46 248,900 307,700 349,400 382,500 425,500   46 248,900 307,700 349,400 382,500 456,300  

 47 250,100 309,000 351,000 384,300 427,400   47 250,100 309,000 351,000 384,300 456,900  

 48 251,300 310,200 352,700 386,100 429,200   48 251,300 310,200 352,700 386,100 457,300  

 49 252,700 311,500 354,400 387,900 431,000   49 252,700 311,500 354,400 387,900 457,800  

 50 254,000 312,800 356,000 389,700 432,600   50 254,000 312,800 356,000 389,700 458,300  

 51 255,200 314,000 357,600 391,600 434,100   51 255,200 314,000 357,600 391,600 458,800  

 52 256,400 315,200 359,200 393,300 435,400   52 256,400 315,200 359,200 393,300 459,300  

 53 257,600 316,400 360,900 395,000 436,700   53 257,600 316,400 360,900 395,000 459,800  

 54 258,800 317,500 362,500 396,700 438,100   54 258,800 317,500 362,500 396,700 460,300  

 55 259,800 318,700 364,200 398,400 439,300   55 259,800 318,700 364,200 398,400 460,700  

 56 261,000 319,900 365,800 399,900 440,300   56 261,000 319,900 365,800 399,900 461,200  

 57 262,100 321,100 367,300 401,400 441,400   57 262,100 321,100 367,300 401,400 461,700  
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58 263,300 322,300 368,900 402,900 442,500 58 263,300 322,300 368,900 402,900 462,200 

59 264,400 323,400 370,400 404,400 443,500 59 264,400 323,400 370,400 404,400 462,700 

60 265,400 324,600 371,900 405,900 444,400 60 265,400 324,600 371,900 405,900 463,200 

61 266,400 325,800 373,500 407,300 445,200 61 266,400 325,800 373,500 407,300 463,600 

62 267,600 327,000 375,100 408,600 446,000 62 267,600 327,000 375,100 408,600 464,100 

63 268,600 328,200 376,600 409,900 446,800 63 268,600 328,200 376,600 409,900 464,600 

64 269,600 329,400 378,100 411,100 447,600 64 269,600 329,400 378,100 411,100 465,100 

65 270,700 330,500 379,600 412,200 448,300 65 270,700 330,500 379,600 412,200 465,600 

66 271,900 331,700 381,100 413,200 449,000 66 271,900 331,700 381,100 413,200 466,100 

67 272,900 332,900 382,600 414,200 449,800 67 272,900 332,900 382,600 414,200 466,600 

68 274,000 334,100 384,000 415,200 450,500 68 274,000 334,100 384,000 415,200 467,100 

69 275,000 335,200 385,400 416,200 451,100 69 275,000 335,200 385,400 416,200 467,600 

70 276,100 336,400 386,700 417,000 451,800 70 276,100 336,400 386,700 417,000 468,100 

71 277,100 337,600 388,000 417,900 452,400 71 277,100 337,600 388,000 417,900 468,600 

72 278,200 338,700 389,200 418,700 453,000 72 278,200 338,700 389,200 418,700 469,100 

73 279,300 339,900 390,300 419,500 453,500 73 279,300 339,900 390,300 419,500 469,600 

74 280,500 341,000 391,300 420,200 454,000 74 280,500 341,000 391,300 420,200 470,100 

75 281,500 342,100 392,300 420,900 454,500 75 281,500 342,100 392,300 420,900 470,600 

76 282,600 343,100 393,200 421,600 455,100 76 282,600 343,100 393,200 421,600 471,100 

77 283,600 344,100 394,200 422,300 455,700 77 283,600 344,100 394,200 422,300 471,600 

78 284,800 345,100 395,100 422,900 456,300 78 284,800 345,100 395,100 422,900 

79 285,900 346,000 396,000 423,600 456,900 79 285,900 346,000 396,000 423,600 

80 286,900 346,900 396,700 424,200 457,300 80 286,900 346,900 396,700 424,200 

81 287,800 347,600 397,500 424,800 457,800 81 287,800 347,600 397,500 424,800 

82 288,800 348,400 398,300 425,300 458,300 82 288,800 348,400 398,300 425,300 

83 289,800 349,100 399,000 425,800 458,800 83 289,800 349,100 399,000 425,800 

84 290,800 349,800 399,600 426,300 459,300 84 290,800 349,800 399,600 426,300 
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 85 292,000 350,300 400,300 426,800 459,800   85 292,000 350,300 400,300 426,800   

 86 293,100 350,900 400,900 427,200 460,300   86 293,100 350,900 400,900 427,200   

 87 294,100 351,500 401,500 427,700 460,700   87 294,100 351,500 401,500 427,700   

 88 295,100 352,000 402,000 428,200 461,200   88 295,100 352,000 402,000 428,200   

 89 296,200 352,600 402,500 428,600 461,700   89 296,200 352,600 402,500 428,600   

 90 297,300 353,200 403,000 429,100 462,200   90 297,300 353,200 403,000 429,100   

 91 298,200 353,800 403,500 429,600 462,700   91 298,200 353,800 403,500 429,600   

 92 299,300 354,300 404,000 430,000 463,200   92 299,300 354,300 404,000 430,000   

 93 300,400 354,800 404,500 430,400 463,600   93 300,400 354,800 404,500 430,400   

 94 301,500 355,300 405,000 430,900 464,100   94 301,500 355,300 405,000 430,900   

 95 302,500 355,800 405,500 431,400 464,600   95 302,500 355,800 405,500 431,400   

 96 303,500 356,300 406,000 431,800 465,100   96 303,500 356,300 406,000 431,800   

 97 304,500 356,800 406,400 432,200 465,600   97 304,500 356,800 406,400 432,200   

 98 305,600 357,200 406,800 432,600 466,100   98 305,600 357,200 406,800 432,600   

 99 306,700 357,700 407,300 433,000 466,600   99 306,700 357,700 407,300 433,000   

 100 307,700 358,200 407,800 433,400 467,100   100 307,700 358,200 407,800 433,400   

 101 308,600 358,700 408,300 433,800 467,600   101 308,600 358,700 408,300 433,800   

 102 309,600 359,100 408,800 434,200 468,100   102 309,600 359,100 408,800 434,200   

 103 310,600 359,600 409,300 434,600 468,600   103 310,600 359,600 409,300 434,600   

 104 311,500 360,100 409,700 435,000 469,100   104 311,500 360,100 409,700 435,000   

 105 312,400 360,600 410,100 435,400 469,600   105 312,400 360,600 410,100 435,400   

 106 313,300 361,000 410,500 435,800 470,100   106 313,300 361,000 410,500 435,800   

 107 314,200 361,400 410,900 436,200 470,600   107 314,200 361,400 410,900 436,200   

 108 315,100 361,800 411,300 436,600 471,100   108 315,100 361,800 411,300 436,600   

 109 315,900 362,200 411,700 437,000 471,600   109 315,900 362,200 411,700 437,000   

 110 316,700 362,600 412,100 437,400    110 316,700 362,600 412,100 437,400   

 111 317,400 363,000 412,500 437,800    111 317,400 363,000 412,500 437,800   
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 112 318,100 363,400 412,900 438,200    112 318,100 363,400 412,900 438,200   

 113 318,700 363,800 413,300 438,600    113 318,700 363,800 413,300 438,600   

 114 319,400 364,200 413,700 439,000    114 319,400 364,200 413,700 439,000   

 115 320,000 364,600 414,100 439,400    115 320,000 364,600 414,100 439,400   

 116 320,600 365,000 414,500 439,800    116 320,600 365,000 414,500 439,800   

 117 321,100 365,400 414,900 440,200    117 321,100 365,400 414,900 440,200   

 118 321,600  415,300     118 321,600  415,300    

 119 322,000  415,700     119 322,000  415,700    

 120 322,400  416,100     120 322,400  416,100    

 121 322,700  416,500     121 322,700  416,500    

 122 323,100  416,900     122 323,100  416,900    

 123 323,500  417,300     123 323,500  417,300    

 124 323,900  417,700     124 323,900  417,700    

 125 324,300  418,100     125 324,300  418,100    

 126 324,600  418,500     126 324,600  418,500    

 127 325,000  418,900     127 325,000  418,900    

 128 325,400  419,300     128 325,400  419,300    

 129 325,800  419,700     129 325,800  419,700    

 130 326,200  420,100     130 326,200  420,100    

 131 326,600  420,500     131 326,600  420,500    

 132 327,000  420,900     132 327,000  420,900    

 133 327,300  421,300     133 327,300  421,300    

 134 327,700       134 327,700      

 135 328,000       135 328,000      

 136 328,300       136 328,300      

 137 328,600       137 328,600      

 138 328,900       138 328,900      
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 139 329,200       139 329,200      

 140 329,500       140 329,500      

 141 329,800       141 329,800      

 142 330,100       142 330,100      

 143 330,400       143 330,400      

 144 330,700       144 330,700      

 145 331,000       145 331,000      

 定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

  定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

 

 円 円 円 円 円   円 円 円 円 円  

 
212,300 248,000 286,300 305,700 331,100 

  
212,300 248,000 286,300 305,700 331,100 

 

備考 この表は、保健所等に勤務する栄養士、歯科衛生士その他の職員で

人事委員会が定めるものに適用する。 

備考 この表は、保健所等に勤務する栄養士、歯科衛生士その他の職員で

人事委員会が定めるものに適用する。 

ウ 医療職給料表（三） ウ 医療職給料表（三） 

 
職員の

区分 

職務の

級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

  
職員の

区分 

職務の

級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

 

 号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額   号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額  

 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円   

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円  

 １ 208,100 250,800 270,400 293,100 320,000   １ 208,100 250,800 270,400 293,100 396,800  

 ２ 209,400 251,400 271,700 294,900 322,200   ２ 209,400 251,400 271,700 294,900 399,300  

 ３ 210,600 252,000 273,000 296,700 324,400   ３ 210,600 252,000 273,000 296,700 401,500  

 ４ 211,800 252,600 274,300 298,400 326,600   ４ 211,800 252,600 274,300 298,400 403,800  

 ５ 213,000 253,400 275,700 300,100 328,900   ５ 213,000 253,400 275,700 300,100 406,100  

 ６ 214,300 254,100 277,200 302,000 331,100   ６ 214,300 254,100 277,200 302,000 408,400  

 ７ 215,600 254,800 278,800 303,900 333,400   ７ 215,600 254,800 278,800 303,900 410,700  

 ８ 216,800 255,600 280,400 305,900 335,700   ８ 216,800 255,600 280,400 305,900 412,900  
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 ９ 218,000 256,400 282,100 307,900 338,000   ９ 218,000 256,400 282,100 307,900 415,000  

 10 219,300 257,200 283,800 309,900 340,400   10 219,300 257,200 283,800 309,900 417,300  

 11 220,600 258,100 285,600 311,900 342,700   11 220,600 258,100 285,600 311,900 419,400  

 12 221,900 259,000 287,300 314,000 345,100   12 221,900 259,000 287,300 314,000 421,500  

 13 223,200 260,000 289,000 315,800 347,400   13 223,200 260,000 289,000 315,800 423,600  

 14 224,400 261,200 290,700 318,000 349,800   14 224,400 261,200 290,700 318,000 425,500  

 15 225,700 262,400 292,400 320,100 352,100   15 225,700 262,400 292,400 320,100 427,400  

 16 226,900 263,700 294,300 322,000 354,500   16 226,900 263,700 294,300 322,000 429,200  

 17 228,100 265,100 296,200 323,800 356,800   17 228,100 265,100 296,200 323,800 431,000  

 18 229,200 266,500 298,000 325,900 359,200   18 229,200 266,500 298,000 325,900 432,600  

 19 230,300 267,900 299,900 327,800 361,600   19 230,300 267,900 299,900 327,800 434,100  

 20 231,400 269,200 301,700 329,600 363,900   20 231,400 269,200 301,700 329,600 435,400  

 21 232,500 270,600 303,500 331,800 366,200   21 232,500 270,600 303,500 331,800 436,700  

 22 234,100 272,000 305,300 333,900 368,700   22 234,100 272,000 305,300 333,900 438,100  

 23 235,600 273,400 307,200 336,000 371,100   23 235,600 273,400 307,200 336,000 439,300  

 24 237,100 274,900 309,100 338,100 373,500   24 237,100 274,900 309,100 338,100 440,300  

 25 238,300 276,400 311,000 340,100 375,800   25 238,300 276,400 311,000 340,100 441,400  

 26 238,900 277,900 313,300 342,500 378,200   26 238,900 277,900 313,300 342,500 442,500  

 27 239,600 279,400 315,700 345,000 380,600   27 239,600 279,400 315,700 345,000 443,500  

 28 240,200 280,800 318,100 347,500 383,000   28 240,200 280,800 318,100 347,500 444,400  

 29 240,700 282,300 320,500 350,000 385,600   29 240,700 282,300 320,500 350,000 445,200  

 30 241,200 284,500 322,300 352,000 388,400   30 241,200 284,500 322,300 352,000 446,000  

 31 241,700 286,700 324,000 354,000 391,200   31 241,700 286,700 324,000 354,000 446,800  

 32 242,400 288,800 325,800 356,000 394,000   32 242,400 288,800 325,800 356,000 447,600  

 33 243,100 290,600 327,600 358,000 396,800   33 243,100 290,600 327,600 358,000 448,300  

 34 243,600 292,000 329,400 360,000 399,300   34 243,600 292,000 329,400 360,000 449,000  

 35 244,100 293,600 331,000 362,000 401,500   35 244,100 293,600 331,000 362,000 449,800  
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36 244,700 295,200 332,600 364,000 403,800 36 244,700 295,200 332,600 364,000 450,500 

37 245,500 296,700 334,400 365,900 406,100 37 245,500 296,700 334,400 365,900 451,100 

38 246,200 298,100 336,000 367,800 408,400 38 246,200 298,100 336,000 367,800 451,800 

39 246,900 299,400 337,700 369,700 410,700 39 246,900 299,400 337,700 369,700 452,400 

40 247,700 300,700 339,500 371,600 412,900 40 247,700 300,700 339,500 371,600 453,000 

41 248,700 301,900 341,200 373,500 415,000 41 248,700 301,900 341,200 373,500 453,500 

42 249,700 303,200 342,800 375,400 417,300 42 249,700 303,200 342,800 375,400 454,000 

43 250,700 304,400 344,500 377,200 419,400 43 250,700 304,400 344,500 377,200 454,500 

44 251,900 305,700 346,200 378,900 421,500 44 251,900 305,700 346,200 378,900 455,100 

45 253,100 306,900 347,900 380,700 423,600 45 253,100 306,900 347,900 380,700 455,700 

46 254,500 308,100 349,400 382,500 425,500 46 254,500 308,100 349,400 382,500 456,300 

47 255,900 309,300 351,000 384,300 427,400 47 255,900 309,300 351,000 384,300 456,900 

48 257,200 310,400 352,700 386,100 429,200 48 257,200 310,400 352,700 386,100 457,300 

49 258,300 311,700 354,400 387,900 431,000 49 258,300 311,700 354,400 387,900 457,800 

50 259,600 312,900 356,000 389,700 432,600 50 259,600 312,900 356,000 389,700 458,300 

51 260,600 314,100 357,600 391,600 434,100 51 260,600 314,100 357,600 391,600 458,800 

52 261,800 315,300 359,200 393,300 435,400 52 261,800 315,300 359,200 393,300 459,300 

53 262,800 316,400 360,900 395,000 436,700 53 262,800 316,400 360,900 395,000 459,800 

54 264,100 317,600 362,500 396,700 438,100 54 264,100 317,600 362,500 396,700 460,300 

55 265,300 318,700 364,200 398,400 439,300 55 265,300 318,700 364,200 398,400 460,700 

56 266,200 319,900 365,800 399,900 440,300 56 266,200 319,900 365,800 399,900 461,200 

57 267,100 321,100 367,300 401,400 441,400 57 267,100 321,100 367,300 401,400 461,700 

58 268,400 322,300 368,900 402,900 442,500 58 268,400 322,300 368,900 402,900 462,200 

59 269,500 323,400 370,400 404,400 443,500 59 269,500 323,400 370,400 404,400 462,700 

60 270,400 324,600 371,900 405,900 444,400 60 270,400 324,600 371,900 405,900 463,200 

61 271,400 325,800 373,500 407,300 445,200 61 271,400 325,800 373,500 407,300 463,600 

62 272,500 327,000 375,100 408,600 446,000 62 272,500 327,000 375,100 408,600 464,100 
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 63 273,500 328,200 376,600 409,900 446,800   63 273,500 328,200 376,600 409,900 464,600  

 64 274,600 329,400 378,100 411,100 447,600   64 274,600 329,400 378,100 411,100 465,100  

 65 275,700 330,500 379,600 412,200 448,300   65 275,700 330,500 379,600 412,200 465,600  

 66 276,800 331,700 381,100 413,200 449,000   66 276,800 331,700 381,100 413,200 466,100  

 67 277,900 332,900 382,600 414,200 449,800   67 277,900 332,900 382,600 414,200 466,600  

 68 278,900 334,100 384,000 415,200 450,500   68 278,900 334,100 384,000 415,200 467,100  

 69 280,000 335,200 385,400 416,200 451,100   69 280,000 335,200 385,400 416,200 467,600  

 70 280,900 336,400 386,700 417,000 451,800   70 280,900 336,400 386,700 417,000 468,100  

 71 281,900 337,600 388,000 417,900 452,400   71 281,900 337,600 388,000 417,900 468,600  

 72 283,100 338,700 389,200 418,700 453,000   72 283,100 338,700 389,200 418,700 469,100  

 73 284,300 339,900 390,300 419,500 453,500   73 284,300 339,900 390,300 419,500 469,600  

 74 285,300 341,000 391,300 420,200 454,000   74 285,300 341,000 391,300 420,200 470,100  

 75 286,200 342,100 392,300 420,900 454,500   75 286,200 342,100 392,300 420,900 470,600  

 76 287,300 343,100 393,200 421,600 455,100   76 287,300 343,100 393,200 421,600 471,100  

 77 288,500 344,100 394,200 422,300 455,700   77 288,500 344,100 394,200 422,300 471,600  

 78 289,400 345,100 395,100 422,900 456,300   78 289,400 345,100 395,100 422,900   

 79 290,400 346,000 396,000 423,600 456,900   79 290,400 346,000 396,000 423,600   

 80 291,500 346,900 396,700 424,200 457,300   80 291,500 346,900 396,700 424,200   

 81 292,600 347,600 397,500 424,800 457,800   81 292,600 347,600 397,500 424,800   

 82 293,600 348,400 398,300 425,300 458,300   82 293,600 348,400 398,300 425,300   

 83 294,500 349,100 399,000 425,800 458,800   83 294,500 349,100 399,000 425,800   

 84 295,600 349,800 399,600 426,300 459,300   84 295,600 349,800 399,600 426,300   

 85 296,700 350,300 400,300 426,800 459,800   85 296,700 350,300 400,300 426,800   

 86 297,700 350,900 400,900 427,200 460,300   86 297,700 350,900 400,900 427,200   

 87 298,700 351,500 401,500 427,700 460,700   87 298,700 351,500 401,500 427,700   

 88 299,800 352,000 402,000 428,200 461,200   88 299,800 352,000 402,000 428,200   

 89 300,800 352,600 402,500 428,600 461,700   89 300,800 352,600 402,500 428,600   
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改正前 改正後 

 90 301,700 353,200 403,000 429,100 462,200   90 301,700 353,200 403,000 429,100   

 91 302,700 353,800 403,500 429,600 462,700   91 302,700 353,800 403,500 429,600   

 92 303,700 354,300 404,000 430,000 463,200   92 303,700 354,300 404,000 430,000   

 93 304,700 354,800 404,500 430,400 463,600   93 304,700 354,800 404,500 430,400   

 94 305,700 355,300 405,000 430,900 464,100   94 305,700 355,300 405,000 430,900   

 95 306,700 355,800 405,500 431,400 464,600   95 306,700 355,800 405,500 431,400   

 96 307,700 356,300 406,000 431,800 465,100   96 307,700 356,300 406,000 431,800   

 97 308,600 356,800 406,400 432,200 465,600   97 308,600 356,800 406,400 432,200   

 98 309,600 357,200 406,800 432,600 466,100   98 309,600 357,200 406,800 432,600   

 99 310,600 357,700 407,300 433,000 466,600   99 310,600 357,700 407,300 433,000   

 100 311,500 358,200 407,800 433,400 467,100   100 311,500 358,200 407,800 433,400   

 101 312,400 358,700 408,300 433,800 467,600   101 312,400 358,700 408,300 433,800   

 102 313,300 359,100 408,800 434,200 468,100   102 313,300 359,100 408,800 434,200   

 103 314,200 359,600 409,300 434,600 468,600   103 314,200 359,600 409,300 434,600   

 104 315,100 360,100 409,700 435,000 469,100   104 315,100 360,100 409,700 435,000   

 105 315,900 360,600 410,100 435,400 469,600   105 315,900 360,600 410,100 435,400   

 106 316,700 361,000 410,500 435,800 470,100   106 316,700 361,000 410,500 435,800   

 107 317,400 361,400 410,900 436,200 470,600   107 317,400 361,400 410,900 436,200   

 108 318,100 361,800 411,300 436,600 471,100   108 318,100 361,800 411,300 436,600   

 109 318,700 362,200 411,700 437,000 471,600   109 318,700 362,200 411,700 437,000   

 110 319,400 362,600 412,100 437,400    110 319,400 362,600 412,100 437,400   

 111 320,000 363,000 412,500 437,800    111 320,000 363,000 412,500 437,800   

 112 320,600 363,400 412,900 438,200    112 320,600 363,400 412,900 438,200   

 113 321,100 363,800 413,300 438,600    113 321,100 363,800 413,300 438,600   

 114 321,600 364,200 413,700 439,000    114 321,600 364,200 413,700 439,000   

 115 322,000 364,600 414,100 439,400    115 322,000 364,600 414,100 439,400   

 116 322,400 365,000 414,500 439,800    116 322,400 365,000 414,500 439,800   
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改正前 改正後 

 117 322,700 365,400 414,900 440,200    117 322,700 365,400 414,900 440,200   

 118 323,100  415,300     118 323,100  415,300    

 119 323,500  415,700     119 323,500  415,700    

 120 323,900  416,100     120 323,900  416,100    

 121 324,300  416,500     121 324,300  416,500    

 122 324,600  416,900     122 324,600  416,900    

 123 325,000  417,300     123 325,000  417,300    

 124 325,400  417,700     124 325,400  417,700    

 125 325,800  418,100     125 325,800  418,100    

 126 326,200  418,500     126 326,200  418,500    

 127 326,600  418,900     127 326,600  418,900    

 128 327,000  419,300     128 327,000  419,300    

 129 327,300  419,700     129 327,300  419,700    

 130 327,700  420,100     130 327,700  420,100    

 131 328,000  420,500     131 328,000  420,500    

 132 328,300  420,900     132 328,300  420,900    

 133 328,600  421,300     133 328,600  421,300    

 134 328,900       134 328,900      

 135 329,200       135 329,200      

 136 329,500       136 329,500      

 137 329,800       137 329,800      

 138 330,100       138 330,100      

 139 330,400       139 330,400      

 140 330,700       140 330,700      

 141 331,000       141 331,000      

 定年前

再任用
 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

  定年前

再任用
 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 
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改正前 改正後 

 短時間

勤務職

員 

円 円 円 円 円   短時間

勤務職

員 

円 円 円 円 円  

 
216,700 249,300 286,300 305,700 331,100 

  
216,700 249,300 286,300 305,700 331,100 

 

備考 この表は、保健所、保育所等に勤務する保健師、看護師その他の職

員で人事委員会が定めるものに適用する。 

備考 この表は、保健所、保育所等に勤務する保健師、看護師その他の職

員で人事委員会が定めるものに適用する。 
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（別紙）足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例　新旧対照表(案) 

改正前 改正後 

○足立区職員の給与に関する条例 ○足立区職員の給与に関する条例

昭和50年３月31日条例第13号 昭和50年３月31日条例第13号 

付 則（平成30年３月28日条例第24号） 付 則（平成30年３月28日条例第24号） 

改正 改正 

令和４年10月20日条例第41号 令和４年10月20日条例第41号 

令和５年６月28日条例第22号 令和５年６月28日条例第22号 

１～４ 省略 １～４ 現行のとおり 

（給料の切替えに伴う経過措置） 

５ 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員（以下

「同一給料表適用特定職員」という。）のうち、施行日以降にその者の属

する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額が施行日の前日において受

けていた給料月額に達しないこととなるもの（人事委員会の定める職員を

除く。）の給料月額は、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた

給料月額にその差額に相当する額を加算した額とする。 

５ 削除 

６ 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員（同一給料表

適用特定職員を除く。）であって、前項の規定により算出した差額に相当

する額を加算した給料月額を受ける同一給料表適用特定職員との均衡上必

要があると認められる特定職員の給料月額は、人事委員会の定めるところ

により、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額に同項

の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。 

６ 削除 

７ 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員であって、

任用の事情等を考慮して前２項の規定により算出した差額に相当する額を

加算した給料月額を受ける特定職員との均衡上必要があると認められる職

員の給料月額は、人事委員会の定めるところにより、その者の属する職務

の級及び受ける号給に応じた給料月額に前２項の規定に準じて算出した差

額に相当する額を加算した額とする。 

７ 削除 
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改正前 改正後 

８～１７ 省略 ８～１７ 現行のとおり 
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第 ３ ９ 号 議 案 説 明 資 料
令和８年２月２５日 

件  名 本庁舎北館大規模改修工事第２期請負契約 

所管部課名 
総務部 契約課、施設営繕部 中部地区建設課 

施設営繕部 庁舎管理課 

内  容 

１ 契約の相手方 白谷建設株式会社 

代表取締役 白谷 武一 

東京都足立区中央本町二丁目４番１３号 

２ 契 約 金 額 ８４７,０００,０００円（落札率９６.４３％） 

３ 契 約 番 号 ７足総契契第０１０６２９号 

４ 工 期 契約締結の翌営業日から令和１０年２月２９日まで 

５ 工 事 場 所 足立区中央本町一丁目１７番１号 

６ 工 事 内 容 

（１）内装改修工事（本庁舎北館２階・３階）

（２）アスベスト除去工事（本庁舎北館２階・３階）

（３）外構工事（２階ペデストリアンデッキ）

（４）仮設工事

７ そ の 他 

（１）入札日・開札日  令和８年１月２７日 

（２）入札方法 条件付一般競争入札 

（３）入札参加事業者数 ５者

入札５者（うち予定価格超過４者） 

（４）仮契約年月日 令和８年２月３日 

（５）予定価格 ８７８,３５０,０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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本庁舎北館 案内図 

本庁舎北館 

中央本町一丁目１７番１号
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第 ４ ０ 号 議 案 説 明 資 料
令和８年２月２５日 

件  名 本庁舎北館大規模改修電気設備工事第２期請負契約 

所管部課名 
総務部 契約課、施設営繕部 中部地区建設課 

施設営繕部 庁舎管理課 

内  容 

１ 契約の相手方 幸信電気株式会社 

代表取締役 本間 裕介 

東京都足立区千住桜木一丁目１０番６号 

２ 契 約 金 額 ４１６,９００,０００円（落札率９９.０６％） 

３ 契 約 番 号 ７足総契契第０１０６３０号 

４ 工 期 契約締結の翌営業日から令和１０年２月２９日まで 

５ 工 事 場 所 足立区中央本町一丁目１７番１号 

６ 工 事 内 容 

（１）照明のＬＥＤ化（本庁舎北館２階・３階）

（２）機械警備設備、テレビ共聴設備等の更新

（３）既存設備撤去工事等

７ そ の 他 

（１）入札日・開札日  令和８年１月２８日 

（２）入札方法 条件付一般競争入札 

（３）入札参加事業者数 １０者

入札２者 

辞退８者 

※ 主な辞退理由

配置を予定していた技術者が、他の工事に従

事することとなり、配置できなくなったため。 

（４）仮契約年月日 令和８年２月４日 

（５）予定価格 ４２０,８７１,０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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本庁舎北館 案内図 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

本庁舎北館 

中央本町一丁目１７番１号 
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第 ４ １ 号 議 案 説 明 資 料  
    令和８年２月２５日 

件  名 本庁舎北館大規模改修機械設備工事第２期請負契約 

所管部課名 
総務部 契約課、施設営繕部 中部地区建設課 

施設営繕部 庁舎管理課 

内  容 

１ 契約の相手方 やんま株式会社 

           代表取締役 山崎 義彦 

            東京都足立区鹿浜二丁目３番７号 

２ 契 約 金 額 ４９１,５９０,０００円（落札率８４.３５％） 

３ 契 約 番 号 ７足総契契第０１０６２８号 

４ 工 期 契約締結の翌営業日から令和１０年２月２９日まで 

５ 工 事 場 所 足立区中央本町一丁目１７番１号 

６ 工 事 内 容 

（１）空調設備改修工事 

（２）換気設備工事 

（３）給排水衛生設備工事 

（４）消火設備・排煙設備工事 

（５）自動制御設備工事 

（６）既存設備撤去工事等 

７ そ の 他 

（１）入札日・開札日  令和８年１月２８日 

（２）入札方法     条件付一般競争入札 

（３）入札参加事業者数 ６者 

入札３者（うち低入札調査基準価格該当３者） 

辞退２者 

※ 主な辞退理由 

 予定していた技術者の配置ができなくなった

ため。 

不参加１者 

（４）低入札価格調査 

低入札価格調査とは、入札金額が予定価格に対し一定程度低い場合、

契約内容の適正な履行の確保が可能であるか、調査を行う制度である。 

今回、低入札調査基準価格を下回った３者のうち、最低価格で入札し

た１者に対して調査を実施し、低入札価格調査委員会で審査した結果、

入札金額の積算根拠、労働条件および安全確保等に問題が見られなかっ

たことから、当該事業者を落札者とした。 
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（５）仮契約年月日   令和８年２月９日 

（６）予定価格     ５８２,７８０,０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。 
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本庁舎北館 案内図 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

本庁舎北館 

中央本町一丁目１７番１号 
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第 ４ ２ 号 議 案 説 明 資 料  
令和８年２月２５日 

件  名 庁舎ホール床機構制御システムの更新について 

所管部課名 総務部 契約課、施設営繕部 庁舎管理課 

内   容 

 

１ 契約の相手方  三菱重工機械システム株式会社 

代表取締役 小嶋 聡 

兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目１番１号 

２ 契 約 金 額  ２４７，５００，０００円 

３ 契 約 方 法  特命随意契約 

４ 特命随意契約理由  

本事業者は当該システムのメーカーであり、他社の部品では更新でき

ない。 

本事業者は定期的な保守契約により、部品手配、実作業に精通し、迅

速な作業が可能である。更新に伴う設計、調査及び調整は、メーカーの

エンジニアが行うことでのみ正常動作が保証できる。 

以上の理由により、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に

基づき、当該事業者と特命随意契約を締結する。 

５ 契 約 番 号  ７足総契契第０２２８９６号 

６ 履 行 期 限  令和９年２月２８日 

７ 履 行 場 所  足立区中央本町一丁目１７番１号 庁舎ホール 

８ 契 約 内 容    

庁舎ホールの床機構制御システムを更新する。 

（１）床機構部品の更新（センサー、エンコーダー、スイッチ）  一式 

（２）制御システムの更新（操作・調整盤、床ユニット制御盤）  一式 

（３）その他経費（調査・取付費用等）             一式 

９ そ の 他 

（１）仮契約年月日  令和８年１月２３日 

（２）見積書提出日  令和８年１月２３日 

（３）見積参加事業者 １者（特命随意契約） 

（４）予定価格    ２４７，５００，０００円（事後公表） 

 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。 

※ 本事業は、３千万円以上の物品購入経費が含まれるため、議案提出 

する。 
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第 ４ ３ 号 議 案 説 明 資 料  
令和８年２月２５日 

件   名 遮熱レースカーテンの購入について 

所管部課名 総務部 契約課、学校運営部 学校施設管理課 

内   容 

 

１ 契約の相手方  むつみ室内装飾店  

代表者 保坂 隆 

東京都足立区六月二丁目２０番１６号  

２ 契 約 金 額  ６９，３００，０００円（落札率９９.２１％） 

３ 契 約 番 号  ７足総契契第０２２８９７号 

４ 納 期 限  令和８年５月３１日 

５ 納 入 場 所  青井小学校外９８校 

６ 契 約 内 容   

学校の暑さ対策のために小・中学校の最上階普通教室を対象に遮熱レー

スカーテンを購入する。 

（１）遮熱レースカーテン（小学校６５校・対象教室４０４教室）８２８箇所 

（２）遮熱レースカーテン（中学校３４校・対象教室１４７教室）２８６箇所 

７ そ の 他 

（１）入札日・開札日 令和８年１月２６日 

（２）入札方法    指名競争入札 

（３）指名業者    １０者 

入札７者（うち予定価格超過６者） 

辞退１者 

※ 辞退理由 納期の対応不可のため 

不参加１者 

無効１者 

※ 無効理由 発注図書未受領のため 

（４）仮契約年月日  令和８年２月２日 

（５）予定価格    ６９，８５０，０００円（事後公表） 

 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。 
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第 ４ ４ 号 議 案 説 明 資 料  
令和８年２月２５日 

件   名 災害用備蓄包括管理事業について 

所管部課名 総務部 契約課、危機管理部 防災戦略課 

内   容 

 

１ 契約の相手方  災害用備蓄包括管理事業共同企業体 

代表企業 佐川急便株式会社 

代表取締役社長 笹森 公彰 

京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 

２ 契 約 金 額  ６５４，８７３，３５６円 

３ 契 約 方 法  特命随意契約 

４ 特命随意契約理由  

（１）当該事業者は、公募型プロポーザル方式により選定し、令和７年３月

２４日から令和８年３月３１日まで随意契約を締結している。 

（２）備蓄倉庫管理業務及び在庫管理システム関連業務は、高度な専門性を要

し、災害時の迅速かつ確実な物資供給に直結する重要な業務である。 

（３）下記の理由により、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

に基づき、引き続き当該事業者と特命随意契約を締結する。 

ア 契約書において「履行状況が良好な場合は、１年を１単位として

４回を限度に随意契約を可能とする」旨を規定している。 

イ 第１回目の評価委員会において、履行状況は良好であり、契約継続

が適当であるとの評価を得ている。 

５ 契 約 番 号   ７足総契契第０２２９３０号 

６ 履 行 期 限   令和９年３月３１日 

７ 履 行 場 所   防災戦略課指定場所 

８ 契 約 内 容    

本事業は、物品購入・在庫管理や倉庫内の設備点検等を一括して委託

するものである。足立区の定めた計画に基づき、以下の業務を履行する。 

（１）災害備蓄物品購入業務 ４７４，４１０，１０６円 

※１ 購入品目一覧表参照 

（２）備蓄物資受領・輸送業務 １１０，８４７，０００円 

ア 購入物品を受託者が用意する倉庫で受領し、第一次避難所・福祉避

難所・拠点倉庫等計２５５箇所へ輸送する業務 

イ 各種訓練やイベントの実施に伴い、備蓄倉庫から訓練会場やイベン

ト会場まで物品を搬出・輸送する業務 

ウ 再活用品（※２）を輸送する業務 

※２ 再活用品とは、各避難所倉庫に備蓄している災害用物資の入

替に伴い、各町会・自治会・保育施設・福祉施設計６９８箇所

98



に配布する物品 

エ 輸送作業アクセスマップ作成業務 

（３）備蓄倉庫管理業務 ６４，１５４，７５０円 

倉庫レイアウトの見直し、物資の品目・賞味期限（使用期限）の管理、

倉庫内の設備点検や不良対応、清掃、樹木剪定等を実施する。 

（４）備蓄物資管理システム業務 ５，４６１，５００円 

備蓄物資管理システムを運用し、足立区の備蓄物資の数量・品目・備

蓄場所等を登録し、随時更新するとともに、国が運用する物資調達支援

システムに反映させる。 

９ そ の 他 

（１）仮契約年月日  令和８年１月２８日 

（２）見積書提出日  令和８年１月２８日 

（３）見積参加事業者 １者（特命随意契約） 

（４）予定価格    ６５４，８７３，３５６円（事後公表） 

 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。 

※ 本事業は、３千万円以上の物品購入経費が含まれるため、議案提出

する。 

（５）購入物品の金額の妥当性 

物品購入費については、購入物品金額の積算にあたり、区が取得した

見積金額、過去の区の購入実績及び同等品の流通価格調査等を踏まえ、

適正な金額であることを確認した。今後も購入の際は、妥当性の確認を

行っていく。 

（６）包括委託による契約の集約化 

令和６年度は災害用物品の購入及び業務委託に係る契約が年間１９件あ

ったが、令和７年度は包括委託に集約している。 
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※１ 購入品目一覧表 

項目 品目 数量 

①飲料水 
１２年保存水（２Ｌ） １０３,２７８本 

１２年保存水（５００ｍｌ） ２,５２０本 

②食糧 

アルファ化米（わかめ・五目・梅粥・低たんぱく）  １７４，２００食 

フリーズドライ食品 １７６，２５０食 

レトルト食品 ６１，５００食 

クラッカー １４６，０００食 

介助補助食品（５０本） ４１０箱 

粉ミルク（３００ｇ） １，８３６缶 

粉ミルク（アレルギー用／８００ｇ） １５３缶 

液体ミルク（２４０ｍｌ）  ６,０００缶 

③生活用品 

簡易トイレ（４００回） ８１箱 

トイレットペーパー（１２ロール） １，２１７箱 

おむつ（大人用、子ども用全サイズ） ３２１箱 

生理用品 ３１箱 

おしりふき（８０枚×３６Ｐ） １２５箱 

マウスウォッシュ ２４３,０００個 

歯磨きシート ４８,６００個 

アルミブランケット ６００枚 

毛布 ４，２６０枚 

エアーポンプブロアー １０個 

ダブルアクションポンプ １０個 

やかん（４Ｌ） ３７５個 

電子メモパット ５個 

残留塩素試薬 １１７個 

塩素消毒薬品 ２３４個 

④資機材 

給水袋（６Ｌ） １８，３００袋 

ろ水機 １台 

発電機 ６台 

プライベートテント ５張 

マンホールトイレ部材（標準テント） ２３基 

マンホールトイレ部材（洋式便座） ２３個 

要支援者用テント ７，０００張 

段ボールパーテーション ６２，５００個 

物置 ３個 

倉庫 ２個 
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